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平成２４年９月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２３年（ワ）第１４３４７号 著作権侵害停止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年７月１３日 

          判         決 

   東京都千代田区＜以下略＞ 

        原       告    株式会社東京リーガルマインド 

        原告訴訟代理人弁護士    松 尾 和 子 

        同            外 村 玲 子 

        同            松 野 仁 彦 

        同            反 町 雄 彦 

   兵庫県西宮市＜以下略＞ 

        被       告    Ｐ 

        同訴訟代理人弁護士    三 山 峻 司 

        同            井 上 周 一 

        同            木 村 広 行 

        同            松 田 誠 司 

          主         文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

          事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 被告は，別紙３対比表１ないし１５の被告書籍のうち黄色のマーカーで特定

した部分を被告の管理に係るインターネット上のウェブサイトにおいて複製，

自動公衆送信又は送信可能化してはならない。 

 ２ 被告は，別紙２被告書籍目録記載の書籍を販売，頒布してはならない。 

 ３ 被告は，別紙２被告書籍目録記載の書籍から別紙３対比表１ないし１５の被
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告書籍のうち黄色マーカーで特定した部分を削除せよ。 

 ４ 被告は，原告に対し１２０２万円及びこれに対する平成２３年５月１７日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ５ 被告は，別紙４謝罪広告目録記載の内容の謝罪広告を読売新聞の全国版及び

インターネット上のウェブサイトのトップページに同目録記載の条件でそれぞ

れ掲載せよ。 

 ６ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

   本件は，原告が， 

(1) 別紙２被告書籍目録記載の書籍（以下「被告書籍」という。）のうち，

別紙３対比表の黄色マーカーで特定した部分（以下「被告書籍マーカー部

分」という。）は，別紙１原告書籍目録記載１ないし３の書籍（以下，それ

ぞれ「原告書籍１」などといい，これらを併せて「原告書籍」という。）

中，別紙３対比表の黄色マーカーで特定した部分（以下「原告書籍マーカー

部分」という。）の複製に当たるものであるから，被告が，被告書籍を販

売，頒布する行為は，原告の複製権（著作権法２１条）及び譲渡権（同法２

６条の２）を侵害し，かつ，被告が，その管理するインターネットサイト上

で被告書籍マーカー部分を表示・配信する行為は，原告の複製権（同法２１

条），自動公衆送信権及び送信可能化権（同法２３条）を侵害するものであ

ると主張して，著作権法１１２条１項に基づき，被告書籍の販売・頒布及び

上記サイト上における被告書籍マーカー部分の複製，自動公衆送信又は送信

可能化の差止めを求めるとともに，②侵害の停止又は予防に必要な措置（同

条２項）として，被告書籍から，被告書籍マーカー部分を削除するよう求

め， 

(2) 被告が，原告との業務委託契約期間満了後１年以内に，インターネット

サイト上における司法書士試験受験対策講義配信等を内容とする事業を開始



- 3 - 

したことは，上記業務委託契約所定の競業避止義務に違反するものであり，

かつ，原被告間の従前の関係も考慮すれば，不法行為にも該当すると主張し

て，上記(1)の著作権侵害による不法行為責任に加え，競業避止義務違反の

債務不履行又は不法行為責任に基づき，合計１２０２万円（著作権侵害によ

る損害２万円，競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為による損害〔合

計６２００万円を下らない。〕のうち１０００万円，弁護士費用２００万

円）及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年５月１７日から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め， 

(3) 原告の被った損害は金銭で評価できるものではないとして，別紙４謝罪

広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。 

 １ 前提事実（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。） 

  (1) 当事者等 

   ア 原告は，各種国家資格・公務員試験受験指導，社会人向けキャリアアッ

プ支援事業，人材派遣紹介事業等を主たる業務とする株式会社である。 

   イ 被告は，平成２３年３月までの間，原告において，司法書士試験受験対

策講座における講師業務等に従事していた者である。 

   (2) 原被告間の業務委託関係 

ア 被告は，平成６年８月，原告において，準社員（アルバイト）として稼

働するようになり，平成７年１月，原告において，期間を１年とする業務

委託契約を締結し，上記契約に基づく委託業務として，司法書士試験受験

対策講座における講師業務等に従事するようになった（甲３の１ないし

３，４，被告本人）。 

イ 被告は，その後，原告との間で，下記(ア)ないし(セ)の契約書，業務委

託契約書，覚書若しくは業務委託規約に署名押印し，又は，コンピュータ

画面上で上記規約に同意する旨の表示をクリックすることにより，上記業

務委託契約書等記載の内容の業務委託契約を順次締結（更新）し，又は業
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務委託期間等の変更に同意した（甲５，６の１・２，７の１・２，８ない

し１３，１４の１・２，１５，１６，被告本人）。 

 (ア) 平成９年２月２８日付け契約書（契約期間を平成９年１月１日から

同年１２月３１日までとするもの。）（甲５） 

 (イ) 平成１０年４月４日付け業務委託契約書（契約期間を平成１０年１

月１日から同年１２月３１日までとするもの。）（甲６の１） 

 (ウ) 平成１０年１２月２５日付け業務委託契約書（契約期間を平成１１

年１月１日から同年１２月３１日までとするもの。）（甲６の２） 

 (エ) 平成１１年１２月３１日付け業務委託契約書（契約期間を平成１２

年１月１日から同年１２月３１日までとするもの。）（甲７の１） 

 (オ) 平成１１年１２月３１日付け覚書（上記(エ)の契約に係る業務内容

を一部変更するもの。）（甲７の２） 

 (カ) 平成１２年１２月３１日付け覚書（上記(オ)の契約期間を平成１３

年１月１日から同年１２月３１日までと変更するもの。）（甲８） 

 (キ) 平成１３年９月３０日付け覚書（上記(カ)の契約期間を平成１３年

１０月１日から平成１５年９月３０日までと変更するもの。）（甲９） 

 (ク) 平成１５年９月３０日付け業務委託契約書（契約期間を平成１５年

１０月１日から平成１６年９月３０日までとするもの。）（甲１０） 

 (ケ) 平成１６年９月３０日付け業務委託契約書（契約期間を平成１６年

１０月１日から平成１７年９月３０日までとするもの。）（甲１１） 

 (コ) 平成１７年９月３０日付け業務委託契約書（契約期間を平成１７年

１０月１日から平成１８年９月３０日までとするもの。）（甲１２） 

 (サ) 平成１８年９月３０日付け業務委託契約書（契約期間を平成１８年

１０月１日から平成１９年９月３０日までとするもの。）（甲１３） 

 (シ) 業務委託規約（契約期間を平成１９年１０月１日から平成２０年９

月３０日までとするもの。）（甲１４の２） 
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 (ス) 業務委託規約（契約期間を平成２０年１０月１日から平成２１年９

月３０日までとするもの。）（甲１５） 

 (セ) 業務委託規約（契約期間を平成２１年１０月１日から平成２２年９

月３０日までとするもの。）（甲１６） 

ウ 原告と被告との間で締結された上記業務委託契約書等には，次の条項の

記載がある（以下，これらの条項を併せて「本件著作権譲渡条項」とい

う。）（甲６の１・２，７の１，１０ないし１３，１４の２，１５，１

６）。なお，前記イ(ア)の契約書には著作権の帰属に関する条項はない。

また，前記イ(オ)の覚書は勤務形態の変更に基づく報酬額の改定のために

作成されたものであり，イ(カ)及び(キ)の覚書は契約期間を更新したもの

であって，いずれも著作権の帰属に関する定めはない。 

 (ア) 前記イ(イ)，(ウ)，(エ)の業務委託契約書第５条（著作権等） 

   「委託業務の過程で発生した著作権（著作権法第２１条乃至第２８条

に定める全ての権利）等の一切の権利は，『職務発明及び著作管理規

程』に従って，原始的に甲（判決注：原告）に帰属する。」 

 (イ) 前記イ(ク)ないし(サ)の業務委託契約書第５条【著作権等】 

   「スタッフ（判決注：被告。以下同じ。）は，委託業務に関してスタ

ッフに発生した著作権（著作権法第２１条～第２８条に定める全ての権

利）等のすべての権利を，発生と同時に会社（判決注：原告）に譲渡す

るものとします。」（ただし，イ(コ)，(サ)においては，「スタッフ」

の文言が乙（被告）に，「会社」の文言が甲（原告）に変更されてい

る。） 

 (ウ) 前記イ(シ)の業務委託規約第５条【著作権等】 

   「委託業務の遂行に伴い，乙（判決注：被告。以下同じ。）が行った

講義を収録した収録物（ＷＥＢデータを含みます。以下，「講義収録

物」といいます。）並びに乙が講義に関係するか否かを問わず制作した
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原稿（宣伝物原稿等を含みます。）及びこれを使用した書籍・テキスト

・レジュメその他の制作物（以下，「本制作物」といい，他人の制作物

と，一部又は全部同一著作物に収録されると否とを問いません。以下同

じです。）の著作権（著作権法第２１条～第２８条に定める全ての権

利。以下，同じ。）は，甲（判決注：原告。以下同じ。）に帰属するも

のとします。」 

 (エ) 前記イ(ス)及び(セ)の業務委託規約第５条【著作権等】 

   「乙は，委託業務の遂行に伴い，乙が行った講義を収録した収録物

（ＷＥＢ・デジタルデータを含みます。以下，「講義収録物」といいま

す。）並びに乙が講義に関係するか否かを問わず制作した原稿（宣伝物

原稿等を含みます。）及びこれを使用した書籍・テキスト・レジュメそ

の他の制作物（以下，「本制作物」といい，他人の制作物と合わせて一

つの制作物（教材）とする場合を含みます。以下同じです。）の著作権

（著作権法第２１条～第２８条に定める全ての権利。以下，同じで

す。）を，発生と同時に甲に譲渡するものとします。」 

エ 原告と被告との間で締結された前記イ(セ)の業務委託規約第７条【秘密

保持等】３項には，次の条項の記載がある（以下，「本件競業避止義務条

項」という。）（甲１６）。 

   「乙は，本契約期間中及び期間満了後満１年間は，甲所定の手続を経る

ことなく，甲と競合関係に立つ企業・団体に，就職，役員就任，その他形

態の如何を問わず関与してはならず，また，自らこれを開業しないものと

します。」 

 オ 原告と被告は，平成２３年３月１５日をもって，上記業務委託関係を終

了した。 

(3) 原告書籍の作成経緯等（甲３４ないし３６，乙５，２９，被告本人，弁

論の全趣旨） 
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   ア 被告は，原告において，前記(2)の業務委託契約に基づき司法書士試験

受験対策講義を実施する中で，原告のテキストを補充するため，レジュ

メ，板書用等の資料を作成した。 

     上記資料の作成は，当初は手書きによっていたが，平成１０年ころには

パソコン入力によるようになり，その分量も次第に増え，平成１５年ころ

には４０００ないし５０００頁程度のものとなった。 

   イ 被告作成に係る上記資料（以下，上記のとおり被告が作成した一連の資

料全体を指して「本件講義ノート」ということがある。）は，原告におい

て「Ｐレジュメ」と呼ばれ，遅くとも平成１３年ころには，講義受講生ら

に対し配布する際に，原告により印刷・製本されるようになった。 

   ウ 原告書籍は，上記のとおり被告が経年的に作成した，司法書士試験受験

対策講座用の講義資料（本件講義ノート）の一部であり，民法の基本的概

念を簡潔に説明したものであって，平成２２年から２３年にかけて原告に

おいて開講された「２０１１年Ｐ一発合格塾」と題する講座において使用

されたものである。 

   エ 本件で問題となる部分は，原告書籍の一部であり，その内容は，別紙対

比表の原告書籍欄記載のとおりである。 

(4) 被告サイトの開設等 

    ア 被告は，平成２３年３月１６日，インターネット上に，「Ｐ司法書士予

備校」と題するウェブサイト（以下「被告サイト」という。）を開設し，

被告サイト上において，司法書士試験受験対策講義の無料配信，書籍・Ｄ

ＶＤの販売等を内容とする事業（以下「被告事業」という。）を開始し

た。 

イ 被告書籍は１０８ページから成り，司法書士試験合格を目指す初学者向

けに，民法の基本的概念を簡潔に説明するものである。 

被告は，被告サイトの「初級ＩＮＰＵＴ」において，受講登録をした者
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に向けて，被告が行う講義を収録した動画とともに，被告書籍マーカー部

分を含む被告書籍を表示して，無償で配信している。 

また，被告は，被告サイトの「購買部」において，被告書籍の通信販売

を行っている（以上につき甲３０の１ないし４，３１，甲３２の１・２，

３３，３７）。 

 ２ 争点 

  (1) 著作権侵害の成否 

   ア 原告書籍に関する著作権譲渡契約の成否 

   イ 原告書籍マーカー部分の著作物性の有無 

ウ 被告書籍マーカー部分は，原告書籍マーカー部分の複製に当たるか。 

(2) 著作権侵害による損害額 

(3) 差止め及び削除請求の可否 

(4) 被告事業は，本件競業避止義務条項に反し，又は不法行為を構成する

か。 

(5) 競業避止義務違反又は不法行為による損害額 

  (6) 弁護士費用額 

(7) 謝罪広告の要否 

第３ 争点に対する当事者の主張 

 １ 争点(1)ア（原告書籍に関する著作権譲渡契約の成否） 

（原告の主張） 

(1)ア 原告は，ライブ講義の実施，講義ＤＶＤ等の販売，インターネット上

での講義の配信等に伴い，講師の作成した講義資料を印刷製本し，又はデ

ータ化して，受講生へ配布・発送し，また，インターネット上で提供して

いる。そのため，講義で使用された資料の著作権が原告以外に帰属する

と，受講生への上記資料配付等ができなくなるなど，原告の営業が成り立

たなくなるおそれがあるため，業務委託契約条項中に本件著作権譲渡条項
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を設け，委託業務に付随して作成された資料の著作権を原告に帰属させる

こととしている。被告は，業務委託契約書及び発注書で委託業務内容を確

認した上で，何ら異議を述べず，本件著作権譲渡条項を含む本件業務委託

契約の締結に同意してきたのであり，これにより，被告の作成する講義資

料の著作権が原告に譲渡されることにも同意した。 

イ 原告書籍は，被告が，委託業務である講義の遂行過程で作成したもので

あるから，本件著作権譲渡条項により，原告書籍に関する著作権は原告に

譲渡されている。被告が，講義数回分の講義資料の電子データを講義の一

定期間前に原告に引き渡し，原告が校正を行って印刷製本し，受講生に配

布していたことも，上記解釈が相当であることを裏付けている。 

(2) 被告の主張に対する反論 

 ア 本件著作権譲渡条項の有効性について 

   (ア) 原告は，上記(1)のとおり，ライブ講義の実施，講義ＤＶＤ等の販

売，インターネット上での講義の配信等に伴う講義資料の印刷製本，デ

ータ化，受講生への配布・発送，インターネット上での提供等の営業を

円滑に行い，営業に支障が生じることを防止することを目的として，本

件著作権譲渡条項を設けているものであり，上記目的は何ら不当なもの

ではない。司法書士試験予備校としての原告の競争力の源泉は，受講生

に対して，合格のための効率的な学習手段を提供できることにある。原

告は，予備校業界における競争力を強化するため，講師の１人である被

告に対して，毎年多額の講義報酬を支払う等の投資を行ってきた。講義

ノートの作成・改良は，講義という場・機会があって初めて可能となる

ものである。被告の作成した講義資料は原告の投資の成果であるから，

原告が，その使用予定の有無にかかわらず，その著作権を保有しようと

することは企業として当然である。 

(イ) 本件著作権譲渡条項の上記趣旨に鑑みれば，本件著作権譲渡条項の
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対象は，講義収録物とセットになって原告内で管理されることになる資

料及びその原著作物（中間生成物等）に限定されるのであって，譲渡対

象の特定に欠けるところはない。また，本件著作権譲渡条項の文言上，

譲渡対象は，委託業務の遂行過程において作成された著作物に限定され

ていることが読み取れるところ，被告に委託される業務の内容は，各契

約に付属する「業務計画書」において特定されているから，業務委託契

約書と業務計画書を併せて読めば，講義の遂行過程で被告が作成した著

作物の著作権が譲渡対象となることは明確に理解できる。実際に，被告

は，自ら作成した講義資料のデータを原告に引き渡し，原告がこれを印

刷・製本し，番号やバーコードを付すなどして管理していたのであるか

ら，原告及び被告の双方が，譲渡対象を明確に認識し，管理していたと

いうべきである。 

(ウ) 原告書籍は，原告における講義と一体を成す性質のものであるとこ

ろ，原告における講義報酬は，講義資料作成の対価を含めて算定されて

おり，対価支払の点についても，何ら不当なところはない。実際に，原

告は，被告に対し，毎年，高額の報酬を支払い（被告本人尋問によれ

ば，少なくとも額面で１１００万円くらいの報酬を支払っていた時期が

あり，原告を辞める直前の時期においても８００万円くらいの報酬を支

払っていた。），被告が行う講座や講義資料の宣伝広告を行い，講義の

ための教室や機材を提供するなどの貢献をしてきたのであって，被告

は，本件講義ノートにつき，十分な対価を得ている。 

(エ) 以上のとおり，本件著作権譲渡条項の内容は極めて合理的なもので

あって，その有効性に問題はない。 

    (オ) なお，被告は，原告と対等以上の交渉力及び十分な法的知識を有し

ていたものであって，本件業務委託契約は原告が一方的に強制したもの

ではなく，被告がその内容を理解した上で，異議を述べることなく，長
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年にわたり任意に更新に応じてきたものである。これは，原告が講義の

内容・コマ数，講義時間帯などについて被告の要望を容れ，翌年度の委

託業務内容に反映させてきたことや，原告が，講師からの要望があった

際には，著作権譲渡条項等の個別修正に応じているにもかかわらず（甲

８１ないし８４），本件著作権譲渡条項が修正されていないことなどか

ら明らかである。従って，原告が，非対等な地位にあることに乗じて，

不当な契約を被告に強制したなどという事情はない。被告は，毎月，原

告が発行する発注書において，委託業務内容を確認してきたのであり

（例として，甲６８ないし７９），このような長年にわたる継続的合意

の効力を事後的に覆そうとすることは許されるものではない。 

  (カ) 被告は，本件著作権譲渡条項が下請代金支払遅延等防止法（以下

「下請法」という。）等の強行法規に反すると主張するが，本件著作権

譲渡条項に同法の適用はない。また，上記(オ)で主張したところによれ

ば，原告は被告に対し優越的地位になく，私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（以下「独禁法」という。）に反するところもな

い。 

イ 原告書籍が本件著作権条項の対象に含まれることについて 

(ア) 被告は，原告書籍を含む講義資料の質及び量等を挙げて，原告書籍

は本件著作権譲渡条項の対象から除外される旨主張するが，本件著作権

譲渡条項は，委託業務の過程で作成される著作物につき，委託業務と一

体的に評価して報酬を支払うものであるところ，原告書籍は，その内

容，構成，専ら講義の中で配布されるという頒布態様から明らかなとお

り，講義と一体となって初めて意味を成すものであり，原告が，講義と

一体的に評価して，講義報酬として対価を支払うことに合理性があるも

のである。少なくとも，本件講義ノートは，被告の講義を離れて独立に

学習用に使用されるテキストではなく，あくまで被告の講義の中で使用
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されることによって，講義の理解を助ける教材であり，被告の講義に付

帯するものであったことは明らかである。 

(イ) 被告は，原告書籍の著作権譲渡に同意していないとも主張するが，    

被告の作成に係る講義資料のうち，製本されたものには，遅くとも平成１

３年以降，原告の著作権表示がされており，被告は，日常的にこれを目に

しながら，一切異議を述べなかったのであるから，この点からも，被告が

本件講義ノートの著作権譲渡に同意し，上記著作権が原告に帰属するもの

と認識していたことが裏付けられる。 

   (ウ) なお，原告が，被告に対し，本件著作権譲渡条項は形式的なものであ

る旨の意思を表示した事実はない。また，原告取締役らは，平成２２年９

月，被告に対し，業務委託契約の更新のための交渉材料として，被告が制

作に関与したことのある「実践力パワーアップ講座」の基本テキストにつ

き報酬支払を提案したことがあるが，本件講義ノートにつき報酬支払を提

案したことはない。 

 （被告の主張） 

 (1) 原告の主張は争う。 

 (2) 本件著作権譲渡条項が無効であること 

  ア 著作権譲渡契約においては，譲渡の対象が他の作品から明確に区別できる

程度に具体的に特定される必要があるところ，本件著作権譲渡条項において

は，譲渡の対象に関し，極めて包括的な記載がされているのみであり，対象

の特定性，明確性を欠くから，本件著作権譲渡条項は無効である。 

イ 公序良俗違反による無効（民法９０条） 

 (ア) 原被告間における業務委託契約は，平成１９年以降，被告側からの契

約内容の変更・修正等を予定しないウェブ上でのクリックオン契約方式に

よってなされており，平成１９年以前においても，クリックオン契約方式

ではない点を除いて，状況は同一であった。このような一方的契約につい
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ては，著作権法６１条２項の趣旨にも鑑み，その合理性が厳格に問われる

べきである。 

 (イ) 対価支払がないこと 

    原告書籍は，被告が，講師業務開始当初から作成に着手し，改良を重

ね，最終的には５０００頁を超えるものとなった独自の講義資料である本

件講義ノートの一部であり，原告における基本テキストである「ブレーク

スルー」との代替性を有するものであって，質及び量において，単なるレ

ジュメとは明確に区別されるべきものである。原告において，レジュメ作

成が無報酬であるのに対し，テキスト等の制作業務には対価（報酬）が支

払われていることとの均衡からも，このような本件講義ノートの著作権譲

渡を受けるには，対価の支払が不可欠である。 

    本件講義ノートの価値は上記「ブレークスルー」テキストと同等であ

り，テキスト印税額は通例定価の１０パーセントであるから，上記「ブレ

ークスルー」テキストの販売額，被告の担当する講座の受講生数，一般的

な印税率（定価の１０％）から本件講義ノートの価値を算出すると，６３

４万７６７０円（「ブレークスルー」テキストの合計額３万５０７０円×

累計受講生数１８１０人×０．１）となる。よって，本件講義ノートの譲

渡対価は，少なくとも同額を下回らない。上記金額が対価として相当であ

ることは，原告が，平成２２年９月，被告に対し，本件講義ノートにつ

き，１頁当たり１５００円での買取りを持ちかけていること（本件講義ノ

ートの総頁数に上記頁単価を乗じると，上記買取り提案価格は７５０万円

となる。）からも明らかである。 

    原告は，本件講義ノートを宣伝広告に利用するなど（乙１３），その価

値を十分に認めながら，被告に対し，上記譲渡対価を一切支払ってこなか

った。なお，原告は，本件講義ノートの対価は講義報酬に含まれていると

主張するが，被告の講義報酬と本件講義ノートの質及び量との間には，何
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ら相関関係がない上，原告は，講師による教材作成に非協力的であり，教

材作成の有無は，原告の講義報酬算定における考慮要素とされていなかっ

たのであるから，原告の主張は失当である。また，仮に，被告が本件講義

ノートの作成を重点的に行った平成９年から平成１２年までの間の報酬増

額部分を本件講義ノートの作成対価とみたとしても，上記増額部分は合計

９３万６０００円（増額部分は，平成９年及び１０年が各１９万５０００

円，平成１１年が２３万４０００円，平成１２年が３１万２０００円）に

とどまり，本件講義ノートの対価には到底足りるものではない。 

    本件講義ノートの著作権譲渡対価が不要であるとすれば，被告は，多大

な時間や労力を投下して独自に作成した資料につき，譲渡対価を得られな

いばかりか，今後，当該資料を翻案して活用することもできないという極

めて酷な結果を強いられることとなる。 

 以上のとおり，本件講義ノートに関する対価支払がないことは，本件著

作権譲渡条項の不合理性を基礎付けている。  

 (ウ) 各種強行法規の趣旨等に反すること 

    本件著作権譲渡条項が有効であるとすれば，原告は，被告に本件講義ノ

ートの制作業務を発注するに当たり，下請法３条所定書面の交付義務及び

支払期日を定める義務（同法２条の２）に違反したことになる上，通常支

払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めたものとして，

同法４条１項５号にも違反したことになる。 

    また，被告は，原告との契約期間中，生計のほとんどを原告に依存し，

かつ，契約更新を繰り返すことにより，他の予備校等との取引は困難とな

っていたところ，原告は，上記優越的地位を利用し，本件講義ノートの著

作権を極めて低廉に提供させるという，一方的で偏頗な取引条件を設定し

たことになり，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下

「独禁法」という。）に規定する優越的地位の濫用（同法２条９項５号）
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に当たる行為にも及んだことになる。 

(エ) 契約の非対等性 

本件業務委託契約は，弱い立場にある被告が，心理的強制により締結を

余儀なくされたものである。被告は，遅くとも平成１０年ころには，著作

権譲渡条項につき異議を述べ，原告従業員を通じて，上記条項は形式的な

ものである旨の確約を得たものの，現実的な条項変更等には至らなかっ

た。被告が法律家であって，契約の意味内容を理解することに長けていた

としても，そのことと不合理な契約を排除できるか否かは別論であり，原

告と被告との非対等の関係からすれば，被告が契約に応じているからとい

って，本件著作権譲渡条項の合理性が裏付けられるものではない。 

 (オ) 目的の不当性 

   原告は，現在，本件講義ノートを使用しておらず，今後も，原告が本件

講義ノートを利用することは考え難いのであるから，原告が本件講義ノー

トの著作権を保有する必要性はない。そうすると，原告の実質的目的が，

著作権を根拠に講師の競業を阻止し，他の講師に対する見せしめ的利益を

得ようとするところにあることは明らかであり，その不当性は明白であ

る。 

(カ) 以上によれば，本件著作権譲渡条項は，公序良俗に反し，無効である

（民法９０条）。 

(3) また，もし，本件著作権譲渡条項が有効であるとしても，前記(2)でみたと

ころに照らせば，原告書籍を含む本件講義ノートは，本件著作権譲渡条項の対

象には含まれないと解するべきである。 

ア すなわち，前記(2)アのとおり，本件著作権譲渡条項の文言は，譲渡対象

の特定に欠けるものであるから，当事者間の合理的意思によりその具体的

な譲渡対象を確定する必要があるところ，本件著作権譲渡条項の趣旨は，

原告に組織的に蓄積した成果（ノウハウ）の利用により生産された成果を
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原告に再帰属させることで，さらなる成果（ノウハウ）の蓄積を図るとこ

ろにあるというのであるから，本件著作権譲渡条項の対象に含まれるか否

かは，原告のノウハウ等の利用の有無によって判断されるべきである。 

被告は，業務時間外において，原告の関与又は援助を一切受けず本件講

義ノートを制作したのであって，上記制作に当たり，原告におけるノウハ

ウ，データベース，資料等を一切利用していない。したがって，原告書籍

は，本件著作権譲渡条項の対象から除かれる。 

   イ また，本件著作権譲渡条項の対象に本件講義ノートが含まれると解した

場合，対価支払の点（本件講義ノートは質及び量において通常の講義資料

の範囲を超えており，その対価は講義に対する対価の支払分には含まれな

い。）や，原告における著作権保有の必要性等の点で不合理な結果とな

り，かつ，当事者の合理的意思にも反することは前記(2)のとおりであるか

ら，この点からも，本件講義ノートは，本件著作権譲渡条項の対象には含

まれないと解するのが相当である。 

ウ 「業務委託規約」（前記前提事実(2)イ(シ)ないし(セ)）５条の文言解釈

によっても，原告書籍は，次のとおり，本件著作権譲渡条項の対象から除

かれる。 

    (ア) 上記規約５条１項は，上記規約により委託を受けた①講義業務や②

制作業務の遂行に伴う著作権の譲渡を定めており，同条２項は，上記譲

渡対価を定めたものである。同条各項の文言を考慮すれば，同条は，①

講義業務に付随する成果物としての宣伝物原稿・コメント・プロフィー

ル等の原稿の著作権譲渡対価は講義報酬に，②制作業務に基づく制作物

の著作権譲渡対価は，その都度発注書により定められる委託料に各含ま

れることを定めたものと解すべきである。そして，上記②の制作業務に

よる制作物は，発注書による発注，受託者による納品，原告によるチェ

ック及び修正，発注書所定の対価支払という手続を経ることが予定され



- 17 - 

ている（甲１６）。 

本件講義ノートは，５０００頁を超えるテキストであり，上記①の講

義に付随する宣伝物原稿等とは性質を異にする。また，本件講義ノート

の作成につき，発注書又は業務計画書による委託はなく，原告によるチ

ェック・修正を経ておらず，対価も支払われていないから，本件講義ノ

ートは，上記②の制作業務による制作物にも当たらない。したがって，

原告書籍を含む本件講義ノートは，上記規約５条による著作権譲渡の対

象ではない。 

    (イ) この点，上記規約５条１項により著作権が譲渡される対象は，①講

義収録物，②原稿及び③制作物であり，③制作物には，書籍，テキスト

又はレジュメが含まれるところ，レジュメについては，個別の発注及び

対価支払が予定されていない。しかし，原告が著作権を譲り受ける対象

としての上記規約５条１項の「レジュメ」とは，講義実施と別の価値を

有しない，講義に付随する資料であって，テキストの存在を前提とした

補充的なものであり，１回の講義につき大部でないものをいうものと解

すべきところ，本件講義ノートは，価値的，質的，量的にみて，上記意

味でのレジュメには当たらない。したがって，本件講義ノートがレジュ

メであることを理由に個別の発注，対価支払等が不要であるということ

はできない。 

   エ 原被告間の交渉経緯等からも，本件講義ノートを本件著作権譲渡条項の

対象外とすることが当事者間の合理的意思であったことは明白である。 

   すなわち，被告が本件講義ノートの作成を開始した平成９年ころには，

業務委託契約に著作権譲渡条項はなく，著作権譲渡条項が入った平成１０

年にも，原告は，被告に対し，本件講義ノートを著作権譲渡の対象とする

か否かにつき，何ら説明しなかった。また，被告は，平成１２年ころまで

にかけて，原告に対し，著作権譲渡条項につき異議を述べたところ，原告
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従業員を通じて，著作権譲渡条項は形式的なものであり，本件講義ノート

を使用して被告が開業することを差し止めるつもりはない旨の確約を得

た。更に，原告は，平成２２年９月以降の業務委託契約締結交渉の中で，

被告に対し，本件講義ノートの著作権を共有とすることを骨子とする覚書

の締結を申し入れ，かつ，本件講義ノートを１頁当たり１５００円で買い

取る旨申し出ている。これらの経緯は，原告及び被告が，本件講義ノート

が本件著作権譲渡条項の対象外であると認識していたことを示すものであ

る。 

  (4) また，本件事実経過に鑑みれば，被告が，本件講義ノートの著作権譲渡

に同意しておらず，又は，原被告間において，本件講義ノートの著作権を被

告に留保する合意があったともいうことができる。 

 ２ 争点(1)イ（原告書籍マーカー部分の著作物性の有無） 

 （原告の主張） 

  (1) 原告書籍は，司法書士試験科目としての民法について解説するものであ

るが，単に条文によって当該法概念を説明するのではなく，受験生の効率的

な理解を助ける観点から，説明文のほか，「しかし」，「そこで」といった

接続詞の強調，説明の流れの重視，下線・囲み・キャラクター・図・矢印そ

の他記号等の表示を加入・駆使し，平易で端的かつ簡明な表現ないし言い回

しを心がけるなど工夫したものであり，他に例のない平易さを有するもので

ある。原告書籍は，司法書士試験合格に必要な最小限度の知識を受講生に理

解させ，習得させるという教育的思想が創作的に表現されているものとし

て，著作物性を有する。これは，他の受験予備校の司法書士試験受験テキス

トの同一条文（例えば「代物弁済」）の解説部分をみても，矢印やキャラク

ター等の視覚的強調表現は用いられておらず，全体の構成，項目立て等それ

ぞれの表現も各書籍において全く異なるものであることからも明らかであ

る。 
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    なお，原告書籍マーカー部分は，原告書籍の一部を抜粋したものである

が，原告書籍は，民法の効率的理解及び知識吸収を補助するという観点から

一体的に説明を行ったものであり，原告書籍を全体的に観察した場合にも，

原告書籍マーカー部分は不可欠な部分に当たる。 

  (2) 別紙３対比表１ないし１５の各原告書籍部分について個別にみると，各

部分には，以下の点において創作性がある。 

   ア 別紙３対比表１ 

失踪宣告取消の効果につき，受験生に理解しやすいよう，箇条書き的に

短い平易な文章で説明し，矢印を駆使して流れを表現し，現存利益の具体

例を数字で挙げるなど工夫し，また，受験生による書込みなどの自由度を

高めるため余白をふんだんに使用している。 

   イ 別紙３対比表２ 

夫婦間の契約取消権につき，キャラクターを挿入した矩形枠内に，取消

可能となる理由を端的に記載し，続いて取消不能となる場合を２つの判例

とともに紹介し，更に，これに続く夫婦別産制の説明において，一般的前

提の説明の後，重要点に下線を付した上で，夫婦別産制，共有制及び婚姻

生活費用の分担につき簡潔かつ平易に説明している。 

   ウ 別紙３対比表３ 

二重譲渡につき，受講生の効率的な学習効果に鑑みて簡潔な記載で説明

したものであり，イラストが多く，文章は簡単明瞭であり，「しかし」，

「ゆえに」などの接続詞が断言的な結論を更に分かりやすくしている。 

   エ 別紙３対比表４，５ 

     キャラクターを使用し，かつ，共有に関する主要点を箇条書きしたもの

であり，受講生の効率的な学習の観点から図を多用するなど，受験用に洗

練されている。 

   オ 別紙３対比表６ 
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     債権の二重譲渡につき説明したものであり，キャラクターのイラストが

表示され，これを説明する文章は極めて簡潔であり，短い文章を矢印でつ

なぐことで流れを示し，「つまり」，「さらに」などの接続詞で簡潔に解

説を展開している。 

   カ 別紙３対比表７ 

     弁済及び債権の準占有者に対する弁済につき説明したものであり，受講

生に必要な知識を厳選し，分かりやすく簡潔に表現したものである。 

   キ 別紙３対比表８ 

     虚偽表示の効果及び善意の第三者への対抗に関する説明であり，受講生

の効率的学習のため，図や表を配置しており，説明文の記載の仕方，イラ

ストの使用態様，文章とイラストの配置，矩形枠の使用態様が特徴的であ

る。 

   ク 別紙３対比表９ 

     二重譲渡と履行不能に関する説明であり，必要な知識を視覚的に理解で

きるように図，表，説明文を組み合わせて表現しており，イラストを用い

る箇所，平易な説明と端的な表現，下線による強調は極めて巧みである。 

   ケ 別紙３対比表１０ 

     担保の優先弁済的効力等を短い文章で説明したものであり，土地につき

複数の抵当権者と質権者が権利を保有している様子が，平行する斜めの矢

印によって表現されており，受講生の注意を喚起するのに役立っている。 

   コ 別紙３対比表１１ 

     催告・検索の抗弁権について説明したものであり，結論に下線を引いて

強調し，余白を十分にとった独特な体裁を有している。また，条文内容を

受講生が効率的に理解できるように，口語的表現も交えて説明した点に工

夫がある。 

   サ 別紙３対比表１２ 
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     婚姻関係を説明するものであり，キャラクターやイラストを用いる態

様，具体例を矩形枠内に入れて結論を提示する記載の仕方が特徴的である

ことに加え，受講生への質問文を配置し，男女の婚姻適齢につき表を用い

て端的に表現する等の創意工夫がある。 

   シ 別紙３対比表１３ 

     親子関係に関し，嫡出子と非嫡出子の関係を説明するものであり，重要

部分を矩形枠で囲んで結論を導き，懐胎期間と婚姻期間の関係を図示する

ことにより，分かりやすく視覚的に表現し，通常の説明文を極度に少なく

した点が特徴的である。 

   ス 別紙３対比表１４ 

     民法８９１条の相続欠格の説明に引き続き，殺人の故意等を説明したも

のであるが，印象的なイラストを配置することで受講生の記憶に残るよう

配慮し，ポイントを下線で強調し，他の部分は文字を小さくして注意書き

的に表示し，受講生が重要点を理解できるよう工夫されている。 

   セ 別紙３対比表１５ 

     民法８９１条の相続欠格事由に該当した場合の効果について説明したも

のであり，項目を分類し，代襲相続権への影響について図解し，また，相

対的効力の箇所では相続順位を示す複合図を示すなど，項目毎に一目瞭然

に理解できるように工夫し，簡潔な文章とイラストをもって説明するな

ど，他に例をみない内容と構成を有している。 

   (3) 被告は，原告の指摘する上記各点は言語の表現内容を離れたアイデアに

すぎないと主張するが，著作物性が認められる表現は必ずしも「言語の表

現」に限られず，下線，囲み，矢印，具体例としての数字等も，個性の表れ

としての表現であれば創作性が認められるのであって，被告の主張は失当で

ある。 

 （被告の主張） 
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  (1) 原告の主張は争う。 

  (2) 原告書籍は司法書士試験に必要な知識を提供し，定着させるための講義

資料であるところ，「憲法その他の法令」，「裁判所の判決，決定」が著作

権の目的外とされていること（著作権法１３条１号，３号）に鑑み，条文そ

のものの引用，単なる規定又は判例の要約，規定内容や判示内容を端的かつ

簡潔に記載したにすぎないものは創作性を有しない。また，原告書籍のよう

に，法律学の知識を提供するなど，既知のアイデア等を実用可能な情報に構

成する性格の作品は，芸術作品等と異なり，創作性のレベルを高く設定する

べきであり，相当高度の独創性がない限り，ありふれている，又は表現の選

択の幅の余地が認められないため創作性を有しないとするべきである。加え

て，アイデアは表現とは区別され，独占の対象とならないことはいうまでも

ない。 

  (3) 別紙３対比表の原告書籍マーカー部分のうち，原告が創作性の根拠とし

て指摘する部分（接続詞の強調，下線や囲みの使用，矢印等の記号を駆使す

ること等）は，いずれもアイデアにとどまり，また，各文章は，民法の基本

的概念を通常用いられる平凡かつありふれた表現で説明したものであり，具

体例や図も，当該法律概念を説明するために通常用いられるありふれたもの

であって，創作性は認められない。 

  (4) 原告書籍の表現を個別にみても，次のとおり，創作性は認められない。 

   ア 別紙３対比表１ 

     接続詞の使用，キャラクター等の駆使等は，いずれも思想やアイデアそ

のものである。 

イ 別紙３対比表２ 

     民法７５４条，５５０条，７６２条及び７６０条を要約し，又は簡潔に

記載したものにすぎず，また，確立した判例の趣旨を記載し又は具体例と

して誰もが思いつく一般的説明を記載したものにすぎない。 
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   ウ 別紙３対比表３ 

     民法１７７条を簡潔に説明し，また，不動産登記制度を簡略に示したも

のであり，その他の部分は，公示の原則という民法の基本概念の一般的説

明及び二重譲渡に関し誰もがするような一般的な説明にすぎない。キャラ

クターの表示や主要点の箇条書きなどの点は，言語表現を離れたアイデア

にすぎない。 

   エ 別紙３対比表４ 

     民法における共有概念を説明する際に，表題を「共有」とすることは当

然であり，解説内容も，条文の内容を要約し，ごく通常の表現で説明した

ものにすぎず，図を用いた具体例も，共有の説明に当たり通常用いられる

ありふれたものである。 

   オ 別紙３対比表５ 

     共有物の分割に関する一般的用語を表示し説明したものにすぎず，具体

例，図，説明文は，ごく通常のありふれた表現である。 

   カ 別紙３対比表６ 

     民法４６７条２項を簡潔に説明し，判例の趣旨を記載するものにすぎな

い。債権の二重譲渡を説明する図も，一般に用いられる矢印や符号を表示

したものにすぎず，ありふれた表現又はアイデアに属するものである。下

半分にある矩形枠内の記載も，確定日付ある証書及び到達時説の一般的説

明にすぎない。 

   キ 別紙３対比表７ 

     「弁済」，「債権の準占有者に対する弁済」の該当条文を要約し，その

意味，効果を一般的に用いられる表現で説明し，ありふれた具体例を記載

したものであり，誰が作成しても同じ記載になるものである。 

   ク 別紙３対比表８ 

     民法９４条の説明の際に当然に必要な表題を付したものであり，矩形内
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の具体例も一般的なものである。「契約の効果」の項は条文上の効果及び

趣旨を一般的なありふれた形で記載したものであり，その次項は，条文を

抜き書きし，登場人物をＡ，Ｂ，Ｃで表すという，ありふれた具体例を図

示し，最高裁判例を簡潔に記載し，民法９４条２項のごく一般的な説明文

を記載したにすぎず，単なる法令の記載か，誰が作成しても同じ記載にな

るものである。 

   ケ 別紙３対比表９ 

     二重譲渡に関するごく一般的な関係図と説明を記載したものにすぎな

い。 

   コ 別紙３対比表１０ 

     「優先弁済的効力」との記載は当然必要なものであり，その説明もごく

ありふれたものである。「債権者平等の原則」などは，法律上の概念であ

る。 

   サ 別紙３対比表１１ 

     催告・検索の抗弁及び連帯保証人への適用につき，条文の表題及び規定

内容を端的に示し，ごくありふれた説明を付したものにすぎない。 

   シ 別紙３対比表１２ 

     表題は，親族（婚姻）につき説明する際に当然に必要なものであり，説

明内容も，条文の表題又は規定内容を端的に示したものにすぎない。ま

た，婚姻適齢等の下部に記載されている図表は，法令の規定内容を簡潔に

図表化したものであり，誰が作成しても同じようなものになる。具体例

（１５歳での婚姻の可否）は頻繁に設定される具体例であり，アイデアそ

のものである。 

   ス 別紙３対比表１３ 

     親子（嫡出子と非嫡出子）につき，ありふれた説明を記載したものであ

り，ＡＢＣの符号を用いた関係図も，親族関係の説明に用いざるを得ない
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ようなものであり，自由に利用すべきアイデアである。矩形枠内の説明は

よく用いられる設例で，ありふれたものであるし，懐胎期間等の図表は，

このような法律の仕組みを説明する際に通常用いられる図であり，これ自

体はアイデアに属する。 

   セ 別紙３対比表１４ 

     「欠格事由」に関する点は，条文の表題を抜粋し，条文を摘示したもの

に続けて，条文の規定内容をそのまま示したものにすぎない。殺人の故意

等に関する部分も，条文の文言から当然導かれる内容を一般的な言葉で記

載したものにすぎない。 

   ソ 別紙３対比表１５ 

     欠格事由に該当した場合の効果を通常用いられるありふれた表現で記載

したものであり，法律学上の概念であるからアイデアに属する。各箇所に

記載された図も何ら新規性はない。 

  (5) 以上のとおり，原告書籍マーカー部分に著作物性は認められない。 

   ３ 争点(1)ウ（被告書籍マーカー部分は，原告書籍マーカー部分の複製に当た

るか。） 

 （原告の主張） 

  (1) 被告書籍マーカー部分は，原告書籍マーカー部分に依拠して作成された

ものであり，(2)でみるとおり，原告書籍マーカー部分と実質的に同一のも

のである。 

  (2)ア 別紙３対比表１ 

被告書籍は，記載内容，記載順序，記載方法において原告書籍と同様の

特徴を備えている。 

イ 別紙３対比表２ 

被告書籍は，矩形枠の省略や一般的説明の省略などのごく小さい点で違

いがあり，また，原告書籍の２箇所を併せた形になっているが，原告書籍
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の特徴がそのまま採用されている。 

ウ 別紙３対比表３，４ 

被告書籍において，キャラクター（イラスト）が変更されているが，内

容及び表現の特徴，表現態様は原告書籍と同一である。 

エ 別紙３対比表５ 

被告書籍に新たなキャラクターが追加されているが，図，説明文，具体

的価格の例の細部に至るまで原告書籍と同一である。 

    オ 別紙３対比表６ 

被告書籍においてキャラクターが変更されているが，文章については，

簡潔さの点で同一である上，リズム感を作り出す「↓」に代えて「▼」を

使用するなど，アイデアの基本において酷似する記号が採用されている。 

    カ 別紙３対比表７ 

被告書籍はキャラクターを変更しているが，イラストの使い方，プレゼ

ンテーションの態様及び内容において同一である。 

    キ 別紙３対比表８ないし１０ 

被告書籍において，一部につき，原告書籍に存在しない図柄が用いられ

ている点を除けば，文章の全体，イラストの使い方等において原告書籍と

同一である。 

    ク 別紙３対比表１１ 

被告書籍は，キャラクターを説明文との関係で表示する仕方，方法，下

線による強調において原告書籍と同一である。 

   ケ 別紙３対比表１２ 

被告書籍は文章の内容，矩形枠を用いた構成及び表現態様において原告

書籍と酷似している。 

    コ 別紙３対比表１３ 

被告書籍は囲いの中に主要事項を記載し，理解しやすい図表を使用して
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いる点や全体の構成において，原告書籍と同一である。 

    サ 別紙３対比表１４ 

被告書籍は原告書籍の一部の行間を広げ，それぞれを矩形枠に入れ，

「キーワード」の見出しを付けて表現したものであり，記載内容は同一で

ある。 

    シ 別紙３対比表１５ 

被告書籍は原告書籍の記載をそのまま採用したものである。 

   (3) 以上によれば，被告書籍マーカー部分は，原告書籍マーカー部分の複製

に当たる。 

 （被告の主張） 

  (1) 原告の主張は争う。 

  (2) 原告書籍と被告書籍は，同じ法令規定事項等を整理して構成したもので

ある以上，内容に共通する点があるのは当然であり，この点を考慮し，複製

の有無を厳格に判断するべきであるところ，原告書籍と被告書籍において共

通する部分は，条文の内容及びその一般的な説明にすぎない。また，各表現

を個別にみても，下記アないしソのとおり，両者は表現において異なってお

り，被告書籍マーカー部分は原告書籍マーカー部分の複製に当たらない。 

   ア 別紙３対比表１ 

     両書籍は，矩形枠で囲む範囲が異なっており，配列も異なる。 

   イ 別紙３対比表２ 

     被告書籍には，矩形の左に「理由」という記載があるほか，原告書籍に

存在する説明部分の一部がなく，配列も異なっている。 

   ウ 別紙３対比表３ 

     被告書籍に使用されているイラストは原告書籍とは異なっており，「理

由」との記載が付加されている点で配列も異なっている。 

   エ 別紙３対比表４ 
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     被告書籍に使用されているイラストは原告書籍と異なっている上，「Ｅ

ｘ．」において，原告書籍は問いかけの形式となっているのに対し，被告

書籍では「ＡとＢは…共同購入した」との記述になっている。また，共有

物分割請求の説明において，被告書籍には「理由」との記載が付加されて

いる上，イラスト横の台詞にも相違がある。 

   オ 別紙３対比表５ 

     被告書籍には，現物分割の説明において丸囲みが付加されている上，キ

ャラクターによる説明が加えられている。また，代金分割の項では，矢印

の方向が異なり，価格賠償の項では，原告書籍にない記載が加わってい

る。さらに，不分割特約の項において，当事者を表す符号（「Ｂ」「Ｃ」

から「Ａ」「Ｂ」），所有権番号が原告書籍とは異なっている。 

   カ 別紙３対比表６ 

     被告書籍に使用されているイラストは原告書籍とは異なっている上，被

告書籍には「理由」との記載が付加され，さらに，キャラクターが受講生

に語りかける記載が付加されている。 

   キ 別紙３対比表７ 

     被告書籍に使用されているイラスト及びイラスト横の台詞が原告書籍の

ものとは異なる上，被告書籍には「理由」との記載が付加され，さらに，

キャラクターが台詞を発する記載がある。 

   ク 別紙３対比表８ 

     被告書籍に使用されているイラスト及びその台詞は原告書籍とは異なっ

ており，また，原告書籍には公信力と民法９４条２項の差異をイメージ的

に示す図が記載されているのに対し，被告書籍にはそのような図はない。

また，被告書籍には「理由」との記載や，キャラクターが受講生の理解を

助けるための台詞を発している記載などが付加されている。 

   ケ 別紙３対比表９ 
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     被告書籍に使用されている建物を表すイラストは，原告書籍における単

純な建物図とは異なるものである上，被告書籍の図には，Ａ～Ｃとして男

性３名のイラスト及び具体的金額が付加されている。また，説明文の横に

は「理由」との記載が付加されている。 

   コ 別紙３対比表１０ 

     被告書籍には，優先弁済的効力の説明における一部記載がなく，代わり

に接続詞が挿入されている。また，矩形枠内の記載も，表題，債権者・債

務者を表す記号，金額等が異なる上，被告書籍には，キャラクターが語り

かける記載が２箇所にわたり挿入されている。 

   サ 別紙３対比表１１ 

     被告書籍は，イラスト，その配置及び台詞において原告書籍とは異な

る。また，被告書籍には，催告・検索の抗弁権の有無が保証人と連帯保証

人とで異なることを示した図表が挿入されている。 

   シ 別紙３対比表１２ 

     被告書籍は，表題，矩形内のイラスト，具体例の設定において原告書籍

とは異なり，また，「理由」との記載が２箇所付加されている。 

   ス 別紙３対比表１３ 

     被告書籍には，原告書籍において使用されているイラストがなく，別の

箇所にイラストが付加されている上，図表についても，「婚姻期間」との

表示が付加されている。また，矩形内の具体例も異なるものである。 

   セ 別紙３対比表１４ 

     被告書籍には，冒頭に詳細な具体例の記載が付加されている上，末尾に

矩形枠で囲んだ用語解説部分が付加されている。 

   ソ 別紙３対比表１５ 

     被告書籍には，代襲相続関係を示す図の横にイラストが付加されている

上，矩形枠で囲んだ用語解説部分及び「理由」との記載が付加されてい
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る。    

 ４ 争点(2)（著作権侵害による損害額） 

 （原告の主張） 

  (1) 被告は，被告サイトにおいて，被告書籍を含む講義テキスト全２４冊を

４万８０００円で販売している。被告書籍１冊当たりの価格は２０００円で

あり，被告は，現在までに，上記講義テキストを少なくとも１００セットを

販売したものと推認される。 

  (2) 被告書籍における原告著作物の使用につき，原告が受けるべき使用料の

額は，被告書籍の販売額に１０％を乗じた額とみるのが相当であるから，下

記計算式のとおり，原告が被った損害額は２万円と推定される（著作権法１

１４条３項）。 

    ２０００（円／部）×１００部×０．１＝２万円 

 （被告の主張） 

  原告の主張は争う。 

５ 争点(3)（差止め及び削除請求の可否） 

 （原告の主張） 

  (1) 被告は，本件訴訟係属中も，新たな書籍を販売し，かつ，被告サイトに

おいて，テキストを表示して配信しているところ，上記書籍・テキストの大

半は原告書籍を複製したものであり，被告による著作権侵害行為は拡大する

一方である。したがって，被告による著作権侵害行為を差し止めるべき必要

性は大きい。 

  (2) 差止請求の実効性を確保するためには，被告書籍から被告書籍マーカー

部分を削除することが必要である。 

 （被告の主張） 

   原告の主張は争う。 

 ６ 争点(4)（被告事業は，本件競業避止義務条項に反し，又は不法行為を構成
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するか。） 

 （原告の主張） 

  (1)ア 被告は，本件競業避止義務条項により，業務委託契約期間満了日の翌

日である平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの１年間，

競業避止義務を負っていたにもかかわらず，平成２３年３月１６日，突然

被告事業を開始した。司法書士試験受験対策講座の提供を内容とする被告

事業が，原告の事業と競合するものであることは明らかであり，被告事業

の開始は，本件競業避止義務条項に違反するものである。 

   イ 原告と被告は，平成６年以来，毎年，業務委託契約を更新し，約１５年

間にわたる実績の下で，合格率の高い講義を提供するため相互に協力し続

けてきた。被告は，原告が秘密保持義務及び競業避止義務を詳細なものと

しようとしたことに反発し，平成２２年１０月１日以降，業務委託契約を

更新しない旨の意思を表示し，同年１２月までの間の交渉によっても契約

更新の合意に至らず，平成２３年３月１５日の最終講義の終了をもって原

告との業務委託契約関係を終了したものであるが，原告の定めようとした

上記秘密保持義務及び競業避止義務は，従前の業務委託契約において定め

られていた義務を特段加重するものではない上，被告事業が，上記契約関

係終了日の翌日である同月１６日に開始されていることに鑑みると，被告

は，当初から，原告との契約関係終了後速やかな独立を企図していたもの

としか考えられない。このように，被告は，原告の予期しない状況の下，

突然原告に反旗を翻し，被告事業を開始したものであり，このような被告

の行為は，原告に対する不法行為にも該当するものである。 

  (2) 本件競業避止義務条項の有効性 

   ア 被告は，本件競業避止義務条項が公序良俗に反し無効であると主張する

が，争う。 

   イ(ア) 保護すべき正当な利益があること 
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      原告は，司法書士試験の受験者及び合格者の多くが社会人であり，ま

た，約半数が法律初学者であるという現状を踏まえ，合格までの最短距

離となるよう講座カリキュラムを組み，テキストを作成し，受験生の利

便性を最大限考慮した受講体制を実現している。このような受験指導方

法は，原告が「ＬＥＣ体系」と呼んでいるものであり，原告により長期

間をかけて構築された独自性及び有用性のある無形の財産的価値（ノウ

ハウ）であって，競業避止義務によって保護されるべき正当な利益に当

たる。 

      また，原告は，講師が原告の上記ノウハウに不可欠な存在であること

から，講師の育成及び宣伝広告に多大な金銭的及び人的資本を投下して

いるところ，講師が退職後直ちに競業行為に及ぶと，原告の投下した上

記資本は無に帰し，顧客である受講生も同講師の新たな競業先に移転す

るなど，原告の営業に多大な損失が生じるおそれがある。よって，原告

が上記資本投下により蓄積した無形資産も，競業避止義務によって保護

されるべき正当な利益に当たる。 

      さらに，講義資料等のテキスト，書籍，講義映像等の著作物は，原告

の体制上不可欠な要素であり，原告が業務委託者として上記著作物の作

成に当たり多大な貢献をし，相応の報酬を支払い，かつ，講義のための

環境を整えて提供してきたことも考慮すれば，著作権も競業避止義務に

よって保護されるべき正当な利益に当たる。 

    (イ) 原告の事業活動は全国各地に及ぶものであり，地理的範囲を問わず

競業行為が問題となるものであるから，本件競業避止義務条項に地理的

限定がないことをもって合理性がないとはいえない。また，他の事例と

の比較や，原告の著作権を侵害しないテキスト等を作成するための準備

期間等も考慮すれば，１年間という競業制限期間は短いものであり，合

理性がある。さらに，原告の行う事業は，資格試験講座・公務員試験対
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策，社会人向けキャリアアップ支援事業，人材派遣紹介事業等幅広いも

のであるから，競業避止義務が生ずる職種，事業形態を個別具体的に記

載することは非常に困難であり，制限対象をある程度広範なものとする

こともやむを得ない。加えて，本件競業避止義務条項は，被告が司法書

士業務を行うことについては何ら制限するものでない以上，被告から生

計の途を奪う不当な制約でもない。なお，原告は，競業避止義務の代償

措置として退職金等の支払をしていないが，被告はこの点について了承

した上で，長期間にわたり業務委託関係を継続し，相応の金銭的待遇を

受けてきたものであるし，競業避止義務条項の有効性は，期間，地理的

範囲及び営業の種類の限定並びに被告の職種から総合判断すべきもので

あり，代償措置がないことは，上記有効性に関する結論を覆すものでは

ない。 

    (ウ) したがって，本件競業避止義務条項は有効である。 

  (3) 特別許諾の主張について 

   ア 被告事業につき許諾があった旨の被告の主張は争う。原告が被告に対

し，無条件で独立開業を許諾したことはない。 

   イ 原告が被告に対し交付した「覚書（案）」は，合意のためのたたき台で

あって，最終的な合意書ではない。これは，上記覚書案の送付後，その内

容をめぐって交渉が継続されていたことや，上記交渉継続中，原告が，被

告に対し，一貫して業務委託契約の更新を求め続けていたことからも明ら

かである。 

 （被告の主張） 

  (1) 本件競業避止義務条項の無効（民法９０条） 

   ア 本件競業避止義務条項には，正当な保護利益が存しない上，事業の禁止

範囲につき合理的限定がなく，原告から被告に対し代償措置が執られてお

らず，その対象者の合理的な限定もないため，公序良俗に反し無効である
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（民法９０条）。 

   イ すなわち，一般的に，契約の一方当事者であっても，契約関係終了後

は，職業選択の自由（憲法２２条１項）の行使として，競業行為を行える

のが原則であり，これを制限するためには，使用者に正当な保護利益が存

することが必要であって，競業行為によって，使用者に，単なる事実上の

不利益が生ずるにとどまる場合には，競業行為の差止めを請求することは

できない。とりわけ，原告と被告との関係は，一年の期間付きの業務委託

契約関係（請負関係）にすぎず，被告は，原告にとって，あくまで外部者

という位置付けであったから，このような被告に対し，競業避止義務を負

わせようとするのであれば，原告にとって高度の必要性を有する正当な保

護利益が必要であり，かつ，競業が制限される範囲は，上記利益を保護す

る必要性の観点から合理的範囲に限定されるべきであり，また，相応の代

償措置を講ずることが必須の要件となる。 

   ウ 正当な保護利益がないこと 

    (ア) 原告には，競業避止義務を定めることによって保護するべき正当な

利益はない。 

    (イ) 原告は，この点に関し，①ノウハウ，②講師への投下資本，③著作

権を保護利益として挙げるが，次に述べるとおり，いずれも，正当な保

護利益たり得るものではなく，失当である。 

    (ウ) ①ノウハウの保護について 

      競業避止義務が義務者の職業選択の自由を制限する強力なものである

以上，その保護利益については，上記制限の正当性について判断するこ

とができる程度に具体的に特定して主張するべきであり，単にノウハウ

が保護利益であると主張するだけでは足りない。また，義務者に対し特

別の義務を課すものである以上，当該ノウハウが営業秘密に属するもの

である（すなわち，秘密管理性，有用性及び非公知性を有するものであ
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る）必要があり，もし，そうでないとしても，少なくとも独自性及び有

用性がなくてはならない。 

      原告の主張する，「ＬＥＣ体系」と称するノウハウは，原告役員であ

っても，その具体的内容を把握していないほどに不明確なものである

上，被告が原告において委託業務に当たるようになった平成７年時点に

おいて，原告の採用していた受験指導方法・体制は，業界の常識ともい

うべきものであったから，上記ノウハウに秘密管理性，独自性及び有用

性はない。 

また，ノウハウを保護する目的は，競業行為により事業者に不利益が

生ずることを避けるためであるから，競業者が当該ノウハウにアクセス

していたことが必要となるが，被告は原告の主張するノウハウの開示を

受けたことはなく，アクセスしたこともない。なお，被告が原告におい

て予備校及び講義運営等に関し何らかの情報を得たとしても，それは，

日常的な業務遂行の過程で得られた知識・技能にすぎず，競業避止義務

によって保護されるべきものではない。 

    (エ) ②講師への投下資本について 

      原告は，講師に対し，特に意味のある研修等を行っておらず，また，

宣伝広告への講師の個人名等の掲載も，専ら原告の経営政策上の判断に

基づき行われたものにすぎない。また，原告が仮に講師に対し何らかの

資本投下をしていたとしても，これにより競業避止義務が正当化される

わけではない。なお，被告の講師としての能力は，種々の自助努力によ

り獲得されたものであり，被告が自由に利用できる性質のものである。 

    (オ) ③著作権について 

      仮に，被告の作成したテキスト等の著作権が原告に帰属するとして

も，これを保護するためには，著作権侵害差止請求等をすれば足りる

上，そもそも退職後の競業行為と著作権侵害との間に必然的なつながり
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はないのであって，原告の主張は，著作権保護を名目として競業関係か

らの排除をいうものにすぎない。なお，著作権保護を目的とする競業避

止義務の創設が一般には可能であるとしても，保護対象となる著作権は

契約書において特定されている必要があるが，本件競業避止義務条項

は，著作権保護につき何ら言及していない上，著作権に関する定め（第

５条）と本件競業避止義務条項（第７条）は離れており，著作権保護の

趣旨を本件競業避止義務条項に読み込む根拠を欠く。 

    (カ) 以上のとおり，原告の主張する点は，いずれも，競業避止義務によ

り保護されるべき正当な利益に当たらない。 

      原告の実質的な目的は，競業を禁止して原告との競業関係に立つ可能

性のある者を排除し，自由競争を阻害することにあるというべきであ

る。 

   エ 仮に，原告に保護利益が存するとしても，本件競業避止義務条項は，地

域を問わず，原告と競業するおそれのある団体に一切関与してはならない

というものであり，地域，職種及び事業形態の限定のない，著しく包括的

かつ広汎なものであるから，合理性を欠き，過度の競業避止義務を定めた

ものというべきである。 

したがって，このような過度の制約に対し相応の代償措置が執られてい

ない限り，本件競業避止義務条項は公序良俗違反により無効であるとこ

ろ，本件において，被告は，何ら代償措置を受けていない。すなわち，被

告は，前記前提事実(2)オのとおり，原告との間の業務委託関係を終了す

るに当たり，退職金等の金員を一切受け取っておらず，また，在職中も，

委託業務に対する報酬のほかに，秘密保持手当等の金員を受領したことは

ない。 

   オ 以上のとおり，本件競業避止義務条項は，被告に過度の負担を課す不合

理なものであるところ，被告が，このような条項を含む業務委託契約に応
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じてきたのは，被告が，原告との関係で従属的な立場にあったからにすぎ

ない。原告は，このような非対等な立場にある講師に対し，定型書面で一

律に同意を迫り，条項の付加，削除，変更等にも応じず，定型的に競業避

止義務を課していたものであり，競業避止義務対象者の合理的限定も何ら

なされていない。 

カ 以上によれば，本件競業避止義務条項は公序良俗に反し無効である。 

  (2) 特別許諾 

   ア 原告取締役のＱ氏は，平成２２年９月６日，被告に電話を架け，「Ｐ先

生はこれまでとても貢献してくれたので，他社に移るのではなく，自分で

独立する分には，契約終了後のレジュメの使用は許可してもいいと社長は

言っています。」と発言した。これにより，Ｑ氏を使者とする，原告の被

告に対する開業の許諾がされたものである。なお，上記許諾は，同年１０

月１日以降の業務委託契約締結交渉の中でされたものであり，上記交渉は

最終的に決裂しているが，これにより，許諾の効果が失われるものではな

い。これは，契約交渉打切時に，原告代表者自身が，「今後とも同じ業界

に身を置くものとして，契約終了後におきましても，ともに受講生のため

に精進してまいる所存でございます。」（甲２５）と明言していることか

らも裏付けられる。 

   イ この点につき，原告は，上記許諾は業務委託契約の更新を条件とするも

のであり，上記条件が成就していない以上，許諾の効果も生じないと主張

するが，争う。原告作成の「覚書（案）」（甲２０の３）の「本契約期間

中（契約更新された場合を含む）」との文言からは，契約が更新されない

場合も想定されていたことがうかがわれるのであり，この場合も，被告が

独立開業できることは当然の前提とされていた。原告は，その後，同年１

１月２５日付け「覚書」（甲２０の２）で，契約更新を条件とする条項を

挿入しているが，意思表示到達後に，一方的に意思表示の内容を変更する
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ことができないのは当然である。 

  (3) 以上によれば，被告に競業避止義務違反はなく，かつ，被告の行為が原

告に対する不法行為を構成することもない。 

 ７ 争点(5)（競業避止義務違反又は不法行為による損害額） 

 （原告の主張） 

  (1) 被告は，被告サイトにおいて，「一般的な資格スクールと全く引けをと

らない『３時間×１４２回』のカリキュラムは，１年で司法書士試験合格レ

ベルに達する安心のカリキュラムです。…講師歴１５年のベテラン講師が，

自信をもってお勧めできる完成度に仕上がりました。」と宣伝し，長い講師

歴を有する被告が一般的な受験予備校と同レベルのカリキュラムを無償で提

供すると宣伝している。このような方法で，関西地区における原告の看板講

師であった被告が，原告が著作権を有する良質なテキストを複製して使用

し，更に，講義そのものを無償で提供しているのであるから，被告事業が原

告の営業に与える影響は甚大である。なお，被告が原告を辞めて被告サイト

を開設したこと，被告サイトにおいて被告の講義を無料で受講でき，テキス

トも画面上において無償で見ることができること等の情報は，瞬く間にイン

ターネット上で流れ，種々の書き込みが行われている状況にある。 

  (2) 原告は，合計１７０回の講義からなる司法書士試験受験対策講座（１５

ヶ月合格コース）を，通学（教室における受講）の場合には約５０万円，通

信講座の場合には約４４万円で提供しているが，被告サイトが開設された平

成２３年３月１６日から同年４月２５日までの間の上記コースの申込件数

は，関西地区４校の窓口受付に限ってみても，３割近く減少しており，被告

の上記競業行為による原告の損害は，本件訴訟提起時点である平成２３年４

月２８日時点において，１２００万円を下らない。また，今後，被告が上記

競業行為を継続した場合，原告の提供する上記コースの申込件数は，平成２

３年１０月末までの累計で１００件以上減少するものと見込まれ，その損害
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は５０００万円を下らない。 

  (3) 原告は，上記損害のうち，１０００万円を請求する。 

 （被告の主張） 

  原告の主張は争う。 

 ８ 争点(6)（弁護士費用額） 

 （原告の主張） 

   原告は，被告に対し，前記各行為について，本件訴訟を提起せざるを得ず，ま

た，事案の内容，権利関係が複雑かつ専門的であるため，弁護士に本件訴訟の追

行を依頼せざるを得なかった。 

  原告は，原告訴訟代理人らに対し，弁護士費用として少なくとも２００万円を

支払うことを約したから，同額は原告の損害として認められるべきである。 

 （被告の主張） 

  原告の主張は争う。 

９ 争点(7)（謝罪広告の要否） 

 （原告の主張） 

  被告の前記著作権侵害又は競業避止義務違反の債務不履行若しくは不法行為に

より原告が被った損害は，金銭で評価できるものではないため，別紙謝罪広告目

録記載の条件による謝罪広告の掲載が必要である。 

 （被告の主張） 

  原告の主張は争う。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 争点(1)ア（原告書籍に関する著作権譲渡契約の成否）について 

  (1) 原告書籍に関する著作権譲渡契約の成否に関し，前記前提事実に加え，

証拠（各認定事実の末尾に記載する。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の

事実が認められる。 

   ア 前記前提事実(2)アのとおり，被告は，平成７年１月から，司法書士試
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験受験対策講座における講師業務等に従事するようになったものであり，

前記前提事実(3)のとおり，上記講師業務に従事する中で，講義に使用す

る資料として本件講義ノートを作成するようになり，次第に，その内容及

び体裁を調え，平成９年頃には，司法書士試験科目の一部につき，原告の

基本テキストを使用せず，本件講義ノートのみで講義を行うことができる

ようになった（乙５，被告本人）。本件講義ノートの総頁数は，平成１１

年頃には３０００ないし４０００頁，平成１６年頃には４５００ないし５

０００頁に及ぶものとなった（被告本人，弁論の全趣旨）。 

   イ 本件講義ノートは，講義前に被告から原告に使用予定分のデータ等が提

供され，原告従業員によって印刷された上で受講生らに配布されており，

遅くとも平成１３年頃には，印刷・製本された本件講義ノートに，著作権

者を原告とする表示が付されるようになった（甲９６の１・２，９７の１

・７，９８の１，証人Ｓ）。 

   ウ 被告の講義は受講生らに好評であり，被告の担当講義の受講人数は，平

成１８年ころまでにかけて次第に増加した。なお，平成１６年頃，受講生

らから被告に贈られた寄せ書きには，本件講義ノート及びこれを利用した

講義内容を高く評価する記載が多く見られる（乙１４，１５）。同年頃か

ら平成２２年頃にかけての原告の宣伝用リーフレットにも，被告の担当す

る講義の紹介に当たり，「最小限の情報を簡潔に掲載。理解＆復習に役立

つ！受験生必須アイテム『Ｐレジュメ』」，「『Ｐレジュメ』は全てのム

ダを削ぎ落とし，試験に必要で且つ十分な論点をＰ講師が命を懸けてまと

め上げたノートです。」など，本件講義ノートをその特徴として挙げ，受

講生に好評である旨を強調する記載が見られる（甲５８，５９，６３，乙

１３，２５）。 

エ 被告の１時間当たりの講義報酬（業務契約書において，「講義料（通

常）」又は「講義（初級講座＜講義編＞），「講義（初級）」などと記載
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されているもの）は，当初年度（平成７年）においては６０００円であっ

たが，上記のとおりその講義が好評を得たことなどから，平成９年には６

５００円，平成１０年には７０００円，平成１１年には７３００円，平成

１２年は７７００円，平成１３年から同年９月末までについては７８００

円，同年１０月１日から平成１６年９月３０日までについては８０００

円，平成１６年１０月１日から平成１９年９月３０日までについては９０

００円，平成１９年１０月１日以降については１万円（１コマ１時間で３

コマ３万円）と順次増額された（甲４，５，６の１・２，７の１・２，８

ないし１６，６８ないし７９，被告本人）。また，被告の希望により，被

告が担当する講義のコマ数等も，平成１８年頃までの間，順次増加した

（甲４，５，６の１・２，７の１・２，８ないし１６，６８ないし７９，

８７，証人Ｒ，被告本人）。被告が原告において受ける報酬は，最も多い

ときで年間１１００万円，原告を辞める直前の時期で年間８００万円程度

であり，被告が司法書士業務を開始する前は原告からの報酬が被告の収入

の全てであり，司法書士業務を開業した平成２１年３月以降でも被告の収

入のうち８割程度を原告における講師業務による報酬が占めていた（被告

本人）。 

オ 原被告間の業務委託契約に，平成１０年以降，本件著作権譲渡条項が付

されていることは，前記前提事実(2)ウのとおりである。 

カ 原告から被告に対する委託業務については，業務委託契約書又は業務委

託規約と併せて合意される業務計画書で規定されていたが，原告は，これ

に加えて，毎月，委託業務の詳細につき記載した発注書を被告に交付して

いた（甲６８ないし７９）。 

キ 原告は，平成２２年８月２３日付けで，被告に対し，前記前提事実(2)

イ(セ)の業務委託契約の更改を依頼する文書を送付したが，被告は，それ

に先立って，各講師宛てに同月１０日付けで送付された著作権法遵守誓約
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書（甲１９の３）等の内容に同意できないことなどを理由として，契約更

新を辞退する旨のメールを原告担当者宛てに送付した（甲１７の１・２，

１８の１・２）。 

  上記著作権法遵守誓約書は，同年６月１８日付けで，専任講師等宛てに

作成された，原告代表者作成の「講師，専門準社員の社外で出版，講義等

の活動と情報漏洩禁止の問題」と題する文書（甲１９の２。以下「情報漏

洩禁止文書」という。）に基づくものである。同文書には，「ある講師

が，ＬＥＣが組織として積み上げてきたノウハウを，ＬＥＣとは関係ない

ところで，発表したとしたら，どうなるか。試験の合格術を自らの発案で

あるかのように発表して，その売上を自分で取ってしまう。こういうこと

が起きたら，どうなるか。…講師にとっては，講義で知り得た知識は，Ｌ

ＥＣ内での業務で知り得た秘密。それを講義以外で，発表していけないの

は，社員が，社長が，業務上で知り得た秘密を発表していけないことと同

じである。…講師の講義内容，制作物の著作権は，会社に帰属するという

契約を結んでいる。…講師，専門職の諸君がＬＥＣの著作権を侵害する過

ちが生じないよう防止するため誓約書（著作権法遵守誓約書）の署名をお

願いしたい。」との記載がある。そして，これを受けた「著作権法遵守誓

約書」には，「２ 業務上作成した著作物に関する一切の著作権は，業務

委託契約上，貴社に譲渡したことを確認します。３ 貴社が著作権を有す

るレジュメ，テキストは，私が作成したものであっても，営利・非営利，

有償・無償の別を問わず，また，私名義・第三者名義の別を問わず，業務

遂行以外の目的で複製，譲渡，出版等致しません。…５ 私は，貴社の著

作権・ノウハウを漏洩，侵害するような発言・書き込み・情報・映像の提

供等を，書籍・新聞・雑誌等の媒体はもとより，インターネット回線を用

いたサイト上…においても，一切行いません。」等の記載があり，各講師

等が書面押印して，原告代表者宛てに提出する体裁の文書とされている。 
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ク 原告の大阪支店長であったＳ（以下「Ｓ」という。），司法書士課統括

者であったＴらは，同年９月２日頃，被告と面談し，業務委託契約を更新

するよう説得に当たったが，被告は，情報漏洩禁止文書を読むと講師は信

頼されていないのではないかという不信感がある，レジュメの著作権につ

いては，被告が原告で使用している資料と同じ資料を使用しても大丈夫で

はないかと過去の担当者が話していたなどと述べ，直ちには更新に応じる

様子がなかった。その交渉の中で，Ｓらは，原告においてテキスト等の制

作を委託した場合，１頁当たり１５００円程度の対価を支払っているとこ

ろ，本件講義ノートについても，今後，同程度の金額を支払う可能性があ

る旨などにも言及した（甲８５，乙２９，証人Ｓ，被告本人）。 

ケ 原告取締役であるＱ（以下「Ｑ」という。）は，原告代表者の指示を受

け，同月６日，被告に電話を架け，被告から，契約期間終了後に本件講義

ノートを使用して司法書士試験受験対策講座を実施することができるよう

本件競業避止義務条項を修正し，また，本件講義ノートの著作権を共有に

してもらえるのであれば，契約更新について検討する旨の回答を得た（甲

８６，９０，証人Ｑ，被告本人）。 

コ 原告は，被告の上記回答を踏まえ，被告が独自に創作した著作物の著作

権を原被告の共有とし，上記共有に係る著作物を被告が改訂したり，被告

が実施する司法書士試験対策講座等で紙媒体に印刷して配布したりするこ

とを許諾する旨の覚書案（甲２０の３，乙３８の２）を作成し，同年１０

月２１日，「業務委託契約（現契約どおりの内容）を更新していただく前

提で，先生の著作権の取扱につきまして，添付の覚書を取り交わしさせて

いただくことは可能でしょうか。」等と記載したメールとともに送付した

（乙３７，３８の１・２）。 

サ 被告は，同年１１月１８日，上記覚書案に同意する旨のメールを原告大

阪支店従業員に対し送付した（甲２０の１ないし３，２１の１・２，２
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２，乙１６）。 

シ 原告は，同月２５日，上記覚書案に，第５項として，上記覚書の締結と

同時又は速やかに前記前提事実(2)イ(セ)の業務委託規約に係る業務委託

契約を更新すること及び更新に至らなかった場合には同覚書は締結日に遡

って失効することを内容とする条項を付加し，被告に送付した（甲２３の

１・２）。 

ス 被告は，同年１２月２日ないし４日にかけて，原告大阪支店従業員，Ｓ

らと面談し，上記条項が付加された理由等につき問うなどし，原告から

は，上記条項を「契約更新に関する覚書」と題する別文書（乙９の３）と

する案などが示されたが合意には至らず，同月９日，原告から被告に対

し，交渉を終了させる旨の連絡文書が送付された（甲２５，乙９の３）。 

  (2) 以上の事実に照らし，原告書籍に関する著作権譲渡契約の成否について

検討する。 

   ア 前記前提事実(3)及び前記第４の１(1)アのとおり，原告書籍は，被告が

平成９年ころから順次作成した本件講義ノートの一部であるが，原告書籍

は，平成２２年から平成２３年にかけて原告において開講された講義で使

用されたものであり，上記講義は，前記前提事実(2)イ(セ)の業務委託規

約に係る業務委託契約に基づき行われたものである。そこで，まず，上記

業務委託契約に基づく著作権譲渡の成否についてみると，上記規約第５条

には，前記前提事実(2)ウ(エ)のとおり，「乙は，委託業務の遂行に伴

い，乙が行った講義を収録した収録物…並びに乙が講義に関係するか否か

を問わず制作した原稿…及びこれを使用した書籍・テキスト・レジュメそ

の他の制作物（以下，「本制作物」といい，他人の制作物と合わせて一つ

の制作物（教材）とする場合を含みます。以下同じです。）の著作権（著

作権法第２１条～第２８条に定める全ての権利。以下，同じです。）を，

発生と同時に甲に譲渡するものとします。」との定めがある。 
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     上記条項は，原被告間において，業務委託契約に基づき被告が行った講

義の収録物及び被告が業務委託契約の遂行に伴い作成した制作物の著作権

を原告に帰属させる旨を定めたものであるところ，原告書籍は，前記前提

事実(3)及び前記第４の１(1)アのとおり，被告が原告における講義で使用

するために作成したものであり，平成２２年から平成２３年にかけて開講

された講義において実際に使用されたものであって，被告が業務委託契約

の遂行に伴い作成したものに当たるから，上記条項の「本制作物」に含ま

れ，原告書籍の著作権（なお，その著作物性の有無については争いがある

が，仮に著作物性が認められるとした場合の著作権の帰属の問題として論

じることとする。）は，上記条項により，遅くとも前記前提事実(2)イ

(セ)の契約期間において，原告に譲渡されたものと認められる。 

   イ この点に関し，被告は，前記前提事実(2)ウ(エ)の条項を含む一連の本

件著作権譲渡条項は無効であり，また，仮に有効であるとしても，原告書

籍を含む本件講義ノートは上記条項の対象には含まれず，又は，原被告間

に，本件講義ノートを本件著作権譲渡条項の対象から除く旨の合意があっ

たと主張するので，これらの点について検討する。 

   ウ 本件著作権譲渡条項の有効性について 

    (ア) 本件著作権譲渡条項の文言は，前記前提事実(2)ウ(ア)ないし(エ)

のとおりであり，①平成１０年から平成１４年までにおいて，「委託業

務の過程で発生した著作権」を，②平成１５年から平成１８年までにお

いて，「委託業務に関してスタッフに発生した著作権」を，③平成１９

年から平成２２年までにおいて，「委託業務の遂行に伴い，乙が行った

講義を収録した収録物並びに…原稿及びこれを使用した書籍・テキスト

・レジュメその他の制作物の著作権」を，それぞれ，原告に譲渡する旨

定めたものであり，いずれも，その対象を委託業務に関して作成された

著作物に限定するものであることが認められる。 
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この点，前記第４の１(1)カのとおり，原告において，委託業務の内

容は，「業務計画書」に記載されるほか，毎月交付される「発注書」

に，細目にわたって内容が記載されていたことが認められるのであるか

ら，当事者において，委託業務の内容を明確に特定し，認識することが

可能であったと認められるのであって，上記委託業務に関し作成された

著作物を特定することも，当事者において，十分に可能であったものと

認められる。そうすると，本件著作権譲渡条項が，対象の特定性・明確

性を欠くものとは認められず，対象の不特定・不明確を理由として，本

件著作権譲渡条項が無効となるものとは認められない。 

    (イ) また，本件著作権譲渡条項の趣旨及び内容についてみると，原告

は，ライブ講義の実施，講義ＤＶＤ等の販売，インターネット上での講

義の配信等に伴う講義資料の印刷製本，データ化，受講生への配布・発

送，インターネット上での提供等の営業を円滑に行うため，本件著作権

譲渡条項を設けている旨主張している。原告が，教室における直接講義

（いわゆる「生クラス」），教室におけるビデオ講義（「ビデオクラ

ス」），個別モニターによる講義（「ＬＴＶクラス」），ウェブ上にお

けるダウンロード又はＤＶＤによる講義（「通信クラス」）など，種々

の講義形式を採用していること（甲１，２の１・２），講義資料等の著

作権を制作者が有するものとした場合，上記各形式による講義の実施に

伴う資料の配付等に不都合が生じ得るものと考えられること等を考慮す

ると，上記目的は一定の合理性を有するものということができる。ま

た，著作権譲渡条項の趣旨・目的が上記のとおりのものであることを考

慮すれば，上記ウ(ア)でみた本件著作権譲渡条項の対象が不必要に広す

ぎるものともいうことができない。 

    (ウ) なお，本件著作権譲渡条項には，平成１９年まで対価の定めがな

く，平成２０年以降は，「前項に基づく著作権譲渡の対価は，業務計画
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書及び発注書に基づく当該収録講義実施，または，当該本制作物の制作

に関する委託料に含まれるものとし，甲の講義収録物及び本制作物…の

使用・頒布に関し，乙は甲に対して，当該委託料の他に何らの金銭も請

求しないものとします。」と定められており（甲１５，１６），著作権

譲渡の対価を，委託業務に係る報酬に（すなわち，当該著作物が，個別

の制作業務委託に基づき制作されたものである場合には当該制作業務報

酬に，講義業務に伴い制作されたものである場合には当該講義報酬に）

各含める旨規定していることが認められる。 

本件著作権譲渡条項が，その対象を委託業務に関し作成された著作物

に限定するものであることに鑑みれば，上記譲渡対価を委託業務報酬に

含めることも合理性を有するものということができ，この点をもって，

上記条項自体を不合理なものということはできない。 

    (エ) この点に関し，被告は，本件講義ノートが本件著作権譲渡条項の対

象に含まれるとすれば，その量及び内容に鑑み，対価支払がないことは

不当かつ不合理であると主張する。 

      しかし，前記前提事実(3)及び前記第４の１(1)アのとおり，本件講義

ノートは，被告が，原告における委託業務である司法書士試験受験対策

講座を実施するに当たり使用する資料として作成されたものであり，講

義を行うための準備の一環として作成されたものとみることができるも

のである。そして，前記第４の１(1)エのとおり，被告の講義に係る委

託報酬金額は，年を追う毎に順次増額されている上，その受ける報酬額

は，多いときで年額１１００万円程度にも及び，その大部分を講義報酬

が占めていたことを各指摘することができる。上記のとおり被告の報酬

額が経年的に順次増額され，かつ，多数の講義を任されるなどして多額

の報酬を得ることができたのは，被告の講義が受講生らに好評を得て，

多数の受講生らを集めることができたことなどに起因するものであると
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みることができるが，前記第４の１(1)ウでみた事実に鑑みれば，被告

が，本件講義ノートを作成し，経年的にその内容を充実させ，これを利

用して講義を行ったことが，被告の講義が上記のとおり評価され，多数

の受講生を集め得た大きな要因となっていたことがうかがわれるところ

である。そうすると，本件講義ノートの作成と，被告が原告から受けた

報酬とは密接に関連しているものということができ，その総額が多額に

上るものであることにも鑑み，本件講義ノートの対価が，講義報酬に含

まれるものとみることが，本件講義ノートの価値に比して不当であり，

又は，被告にとって著しく不利益若しくは不合理なものであるとはいえ

ないというべきである。 

    (オ) なお，被告は，本件著作権譲渡条項により本件講義ノートの著作権

が原告に譲渡されるとすれば，下請法及び独禁法に違反することになる

旨も主張する。しかし，前記(2)アのとおり，本件講義ノートは，講師

業務の委託に伴い制作されたものであるところ，同業務委託に下請法の

適用があるとしても，同法に違反する点は見当たらない。また，上記

(エ)でみたところによれば，本件著作権譲渡条項が，被告にとって，著

しく不利な条件であり，又は原告が被告との関係で優越的地位にあると

もいえないから，本件著作権譲渡条項が，独禁法に反するものであると

も認められない。 

    (カ) 以上のとおり，本件著作権譲渡条項が，その目的及び内容において

不当又は不合理なものであるとは認められず，強行法規に反するもので

あるとも認められない上，前記前提事実及び第４の１(1)でみた事実関

係に鑑み，被告が，上記条項を不当に強制されたなどの事情も認めるこ

とができない。 

    (キ) したがって，本件著作権譲渡条項が公序良俗に反し無効であるとは

認められない。これに反する被告の主張は採用しない。 
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   エ 原告書籍が著作権譲渡条項の対象に含まれることについて 

(ア) 原告書籍が前記前提事実(2)ウの著作権譲渡条項の対象に含まれる

ことは前記(2)アでみたとおりである。なお，前記ウでみたところによ

れば，本件著作権譲渡条項の対象から講義ノートを除外して解釈しない

限り，本件著作権譲渡条項が無効となるものとも認められない。 

(イ) 被告は，原被告間の従前の経緯に鑑みれば，本件講義ノートは本件

著作権譲渡条項の対象から除外されると解釈すべきであり，又は，本件

講義ノートをその対象から除く旨の合意があったと主張する。 

  確かに，前記第４の１(1)クないしスのとおり，平成２２年９月以降

の業務委託契約更新に関わる交渉の中で，原告が，本件講義ノートにつ

き対価を支払う旨や，その著作権を共有とする旨の提案をしたことが認

められるところであって，これらの行動は，本件講義ノートの著作権

が，本件著作権譲渡条項により，その作成の都度原告に譲渡されたとす

ることと必ずしも整合しないものということができる。 

  しかし，前記第４の１(1)クないしスでみた経緯に鑑みると，原告の

上記各提案は，被告との間の業務委託契約更新に向けた交渉の中で，被

告に対する説得材料としてなされたものにすぎず，上記各提案に関係し

た者において，上記のとおり対価を支払う対象と，著作権が共有となる

範囲が一致するのかどうか，上記対価支払と著作権が共有になることが

法的に関連するのか否か，上記各提案が，従前の法律関係と整合するも

のかどうかなどの点に関し，統一的な認識をもった上で，各提案をした

ものではないことがうかがわれるばかりか（証人Ｓ，Ｑ），著作権を共

有とする旨の提案をするに際して，対価支払の提案については，認識す

らしていなかったというのであって（証人Ｑ），上記各提案が，従前の

法律関係を正確に反映してなされたものとは認められない。そうする

と，上記提案がなされた事実をもって，平成１０年以降の業務委託契約
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時点において，原告が，本件講義ノートを本件著作権譲渡条項の対象か

ら除く意思であったと推認するのは相当ではないというべきである。 

(ウ) また，被告は，従前，原告との間で，本件著作権譲渡条項を形式的

なものとする旨の合意があった旨も主張するところ，原告との間の契約

更新に関わるやり取りにおいて，被告が，一貫して，従前の担当者から

契約終了後において本件講義ノートを用いた被告の活動は制限されない

旨聞いていた旨述べていること（甲１８の２〔(4)の下から５行目〕，

２７，８５）などに鑑み，被告と原告担当者との間で，上記趣旨のやり

取りがあったことがうかがわれるところである（証人Ｒは，上記趣旨の

やり取りをしたことがない旨証言するが，上記各証拠と整合せず，この

点については直ちに信用することができない。）。しかし，上記担当者

発言が原告において決定権を有する者の意向に基づきなされたものであ

るか否かは，本件各証拠によっても明らかではない上，上記発言の内容

・趣旨も明確ではなく，本件著作権譲渡条項の対象から本件講義ノート

を除外し，又は，本件著作権譲渡条項を無効とする無効とするべき意思

表示に当たると認めるに足りるものではない。 

(エ) したがって，本件講義ノートが本件著作権譲渡条項の対象に含まれ

ず，又はこれを除外する合意があったと認めることはできない。これに

反する被告の主張は採用しない。 

 ２ 争点(1)イ（原告書籍マーカー部分の著作物性の有無）について 

  (1) 前記前提事実(3)ウ及びエのとおり，原告書籍は，司法書士試験合格を目

指す初学者を対象とする講義で使用するための資料であり，民法の基本的概

念を簡潔に説明するものであるが，これに加え，証拠（甲３４ないし３７，

弁論の全趣旨）によれば，以下の事実が認められる。 

ア 原告書籍について 

 (ア) 原告書籍１は６３頁から成り，冒頭で勉強方法，民法の出題傾向等
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につき簡潔に記載した上で，第１章を「意思に基づく法律関係」，第２

章を「意思に基づかない法律関係」，第３章を「親族・相続」とし，第

１章において「売買契約」，「契約するための能力」，「代理」等，第

２章において「留置権」，「時効」等，第３章において「婚姻」，「相

続」等につき，それぞれ具体例を挙げながら，平易な短い文章や図を用

いて，簡潔に説明したものである。 

(イ) 原告書籍２は２１２頁から成り，民法を「第１編 民法総則」，

「第２編 物権」，「第３編 担保物権」，「第４編 債権総論」，

「第５編 契約総論」，「第６編 契約各論」，「第７編 親族法」，

「第８編 相続法」，「第９編 民法全体のまとめ」に分けた中の，

「第１編 民法総則」に関し解説したものであって，章立てを，第１章

「契約の主体」，第２章「契約の成立と有効要件」，第３章「代理」，

第４章「条件・期限」，第５章「時効」とし，各章において，「権利能

力」，「意思能力・行為能力」，「未成年者」等（第１章），「契約成

立」，「意思と表示に不一致がある場合」等（第２章），「代理制

度」，「代理人と相手方との関係」等（第３章），「条件」，「期限」

（第４章），「時効」（第５章）につき，それぞれ具体例を挙げなが

ら，平易な短い文章や図を用いて説明したものである。 

(ウ) 原告書籍３は２４３頁から成り，上記(イ)でみた編立て中，「第７

編 親族法」，「第８編 相続編」及び「第９編 民法全体のまとめ」

に関し解説したものであって，章立てを，①第７編に関し，第１章「親

族」，第２章「婚姻」，第３章「親子」，第４章「親権・後見・保佐・

補助」，第５章「任意後見制度」，第６章「成年後見に関するその他の

論点」，第７章「扶養」，②第８編に関し，第１章「相続人」，第２章

「相続の効力」，第３章「相続の承認・放棄」，第４章「相続人不存

在」，第５章「遺言」，第６章「遺留分」とし（なお，第９編について
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は，章立てはなされていない。），例えば第７編については，「親族」

（第１章），「成立要件」，「婚姻の無効・取消」等（第２章），「実

子」，「養子」（第３章），「親権」，「未成年後見」等（第４章），

「任意後見制度の意義」，「任意後見契約の締結」等（第５章），「成

年後見登記制度」，「資格制限」（第６章），「扶養」（第７章）につ

き，それぞれ具体例を挙げながら，平易な短い文章や図を用いて説明し

たものである。 

イ 別紙対比表の原告書籍部分について 

(ア) 別紙対比表１は，原告書籍２の「第１章 契約の主体」のうち，

「一 権利能力」（３頁～１８頁）から，「６ 不在者制度と失踪宣告

制度」の「(2) 失踪宣告制度」（１２頁～１８頁）中，１５頁部分を

抜き出したものであり，失踪宣告取消の効果につき解説したものであ

る。 

(イ) 別紙対比表２は，原告書籍３の「第２章 婚姻」のうち，「三 婚

姻の効果」（１６頁～１８頁）から，「(3) 夫婦の契約取消権（７５

４）」の全部（１６頁１７行～１７頁１０行）及び「(4) 夫婦財産

制」の一部（１８頁２行～１４行）を抜き出したものであり，夫婦間の

契約取消に関する原則及び例外，その趣旨，留意点等を解説したもので

ある。 

(ウ) 別紙対比表３は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関係」

のうち，「六 二重譲渡」（１６頁から１８頁）から，１７頁部分を抜

き出したものであり，不動産が二重譲渡された場合の法律関係について

解説したものである。 

(エ) 別紙対比表４・５は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関

係」のうち，「十二 共有」（２７頁～２８頁）を抜き出したものであ

り，共有に関し解説したものである。 



- 53 - 

(オ) 別紙対比表６は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関係」

のうち，「十 債権譲渡」（２３頁～２４頁）から，２４頁部分を抜き

出したものであり，債権が二重譲渡された場合の法律関係について解説

したものである。 

(カ) 別紙対比表７は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関係」

のうち，「十一 債権の消滅」（２５頁～２６頁）から，２５頁部分を

抜き出したものであり，弁済及び債権の準占有者に対する弁済について

解説したものである。 

(キ) 別紙対比表８は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関係」

のうち，「十三 契約の存在の否定」（２９頁～３２頁）から，３１頁

部分を抜き出したものであり，民法９４条１項・２項について解説した

ものである。 

(ク) 別紙対比表９は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関係」

のうち，「十四 債務不履行」（３３頁～３４頁）から，３４頁部分を

抜き出したものであり，不動産が二重譲渡された場合の売り主の債務不

履行責任について解説したものである。 

(ケ) 別紙対比表１０は，原告書籍１の「第１章 意思に基づく法律関

係」のうち，「十六 債権を担保するための制度」（３８頁～４６頁）

から，４３頁部分を抜き出したものであり，抵当権及び質権の優先弁済

的効力について解説したものである。 

(コ) 別紙対比表１１は，上記(ケ)の「十六 債権を担保するための制

度」から，４５頁部分を抜き出したものであり，保証人の催告・検索の

抗弁権について解説したものである。 

(サ) 別紙対比表１２は，原告書籍１の「第３章 親族・相続」のうち，

「一 親族」（５３頁～５９頁）から，５３頁部分を抜き出したもので

あり，婚姻適齢及び未成年者の婚姻における父母の同意について解説し
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たものである。 

(シ) 別紙対比表１３は，上記(サ)の「一 親族」から，５６頁部分を抜

き出したものであり，嫡出子及び非嫡出子について解説したものであ

る。 

(ス) 別紙対比表１４は，原告書籍３の「第８編 相続編」「第１章 相

続人」のうち，「二 相続欠格」（１２１頁～１２４頁）から，１２１

頁部分を抜き出したものであり，民法８９１条１号所定の相続欠格事由

にいて解説したものである。 

(セ) 別紙対比表１５は，上記(ス)の「二 相続欠格」から，１２４頁部

分を抜き出したものであり，相続欠格事由に該当した場合の効果につい

て解説したものである。 

  (2) 検討 

ア 著作権法は，著作権の対象である著作物の意義について，「思想又は感

情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に

属するものをいう」（著作権法２条１項１号）と規定しているのであっ

て，当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には，当該

作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方，

思想，感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の

創作性がないものについては，著作物に該当せず，同法による保護の対象

とはならない。そして，当該作品等が，「創作的」に表現されたものであ

るというためには，厳密な意味で作成者の独創性が表現として現れている

ことまでを要するものではないが，作成者の何らかの個性が表現として現

れていることを要するものであって，表現が平凡かつありふれたものであ

る場合には，作成者の個性が表現されたものとはいえず，「創作的」な表

現ということはできないというべきである。 

     イ 前記(1)ア(ア)ないし(ウ)のとおり，原告書籍は，司法書士試験合格を
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目指す初学者向けのいわゆる受験対策本であり，同試験のために必要な範

囲で民法の基本的概念を説明するものであるから，民法の該当条文の内容

や趣旨，同条文の判例又は学説によって当然に導かれる一般的解釈等を簡

潔に整理して記述することが，その性質上不可避であるというべきであ

り，その記載内容，表現ぶり，記述の順序等の点において，上記のとおり

民法の該当条文の内容等を簡潔に整理した記述という範囲にとどまらな

い，作成者の独自の個性の表れとみることができるような特徴的な点がな

い限り，創作性がないものとして著作物性が否定されるものと解される。 

   ウ(ア) 以上を前提に，まず，原告書籍のうち，別紙対比表１の記述内容に

ついてみると，前記(1)イ(ア)のとおり，別紙対比表１は，失踪宣告取

消の効果について解説したものであり，具体的には，「失踪宣告取消の

効果／失踪宣告が取消されると，その宣告は初めからなかったものと扱

われる／→死亡したものとみなされたことから発生した法律関係は／原

則，全部復元する（失踪宣告前の状態に戻す）／→相続財産・生命保険

金の返還，婚姻関係の復活／→しかし／これを貫くと失踪宣告を信じて

いた者は不測の損害を被る／→そこで／復元に一定の制限を設ける／ａ

失踪宣告を直接の原因として財産を取得した者／→「現に利益を受ける

限度」で返還すればよい（３２Ⅱ）／ｅｘ．相続人・生命保険金受取人

・受遺者（遺贈を受けた者）」（判決注：「／」は改行を示す。以下同

じ。）などと記述し，その具体例を図示するなどして説明したものであ

る。 

(イ) 上記記述は，内容において，該当条文（ここでは民法３２条）の規

定内容，趣旨，効果等として一般的に理解されるところを記載したもの

にすぎない。また，表現ぶりにおいても，簡潔かつ平易な表現であると

いうことができるものの，上記イでみた原告書籍の性質上，このような

表現ぶりは，ありふれたものであるというべきである。さらに，その記
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述の順序をみても，失踪宣告取消に関する原則論について述べた上で，

上記原則を貫いた場合に生じる不都合について述べ，上記原則の修正と

しての例外規定の内容及び具体例について述べたものであり，格別の特

徴があるものとはいうことができない。また，上記説明において具体例

を挙げることも，原告書籍の性質上ありふれたものであるところ，上記

具体例の内容をみても，父の失踪宣告が取り消された場合において，子

が失踪宣告により得た相続財産１０００万円中，残存５００万円，生活

費３００万円，競馬等の遊興費２００万円のどの範囲を現存利益として

返還すべきかを示すというものであり，上記具体例の内容に，「１００

０万」を長方形で囲み，財産の流れを矢印で示すなどという表現上の工

夫点を加えて見たとしても，独自の工夫といえる点はなく，ありふれた

ものというべきである。 

      (ウ) これに加えて，原告は，太字，アンダーライン，付点等による強

調，枠囲み，矢印の使用，余白の取り方，イラストの使用等に表現上の

特徴があるとも主張する。 

この点，原告は，原告書籍中，被告書籍と実質的に同一であると考え

る部分を，原告書籍マーカー部分として特定した旨主張しており，請求

の趣旨において，被告書籍マーカー部分の複製等の差止めを求めている

ことなども考慮すれば，原告書籍マーカー部分につき，著作権侵害を主

張するものであると解される。 

そもそも，ある作品等の一部につき，複製等がされたとして著作権侵

害を主張する場合においては，当該作品等の全体が上記の意味における

著作物に該当するのみでは足りず，侵害を主張する部分自体が思想又は

感情を表現したものに当たり，かつ，当該部分のみから，作成者の個性

が表現として感得できるものであることを要するものと解するべきであ

るから，原告書籍においても，その全体が著作物に該当するのみでは足
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りず，侵害を主張する部分（原告書籍マーカー部分）について，著作物

に該当することを主張すべきものと解される。 

そうすると，原告書籍マーカー部分に含まれない部分である余白の取

り方等に関し，著作物性を主張することは，原告の請求内容とは整合し

ないものというべきであるが，この点を措くとしても，強調のために太

字，アンダーライン等を使用し，区切りやまとまりを示すために枠囲み

や矢印を使用するということ自体はありふれたものである。また，具体

的に強調されている部分等をみても，原告書籍は，「ただし，現存利益

で足りるのは善意者のみ」との記述中の「善意者」の部分を強調するな

ど，作成者において，司法書士試験対策として重要であると考えた記述

部分を強調していると思われるものであるところ，どの部分を重要であ

ると考え，強調するかという点は思想又はアイデアに属するものである

と考えられる上，これを表現であるとみたとしても，原告書籍の性質

上，その記述の一部を強調するということはありふれたものであるとい

うべきである。また，どの部分を強調するかという強調部分の選択にお

いても，一般に重要であると解されるところを選択したものにすぎず，

特段，特徴的なところは見いだせない。区切り，囲みについても同様で

あり，問題意識，理由付け，結論等，それぞれ分けることができると考

えられる部分を区切り，又は一定のまとまりがあると考える部分を囲む

ということ自体は思想又はアイデアに属するものであると考えられる

上，これを表現であるとみたとしても，その選択及び方法に特徴的なと

ころは見出すことができない。 

       イラストの使用についてみても，原告書籍のイラストは，いずれも，

市販のソフトウェアに収録されたイラスト素材データを使用したもので

あって，その著作権は，当該収録データの制作者又はソフトウェア販売

者に帰属するものと認められるから（乙４４，被告本人），当該イラス
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トの具体的表現（対比表１において，苦笑しているような表情の男性の

顔が描かれているもの）が，原告書籍の著作物性の根拠となるものとは

認められない。具体的表現を離れたイラストの表示（当該位置にイラス

トを挿入するということ）自体は思想又はアイデアに属するものである

というべきであり，やはり，著作物性の根拠となるべきものとは認めら

れない。人物のイラストの横に楕円を付し，人物の台詞とみられる文章

（対比表１において，「なんや，オヤジ，生きとったん・・・」との文

章部分）を挿入することも，ありふれたものというべきであり，上記文

章の内容も，具体例の内容に沿った，ごく短いものであり，個性の現れ

とみることのできるものではない。 

     (エ) 以上によれば，原告書籍のうち，別紙対比表１の部分に著作物性は

認められない。 

     エ(ア) 原告書籍の対比表２ないし１５の記述部分について個別にみても，

別紙対比表１について上記ウでみたところと同様であり，各部分におい

て説明しようとする各法概念（前記(1)イ(イ)ないし(セ)でみたもの）

の内容，趣旨，効果等として一般的に理解されるところを記載したもの

にすぎず，その表現ぶりや記載の順序についても，原告書籍の性質上，

ありふれたものというべき範囲を超えるものは見いだせない。 

      (イ) これを具体的に述べれば， 

       ａ 対比表２については，条文や判例の説明部分には，表現上の創作性

は認められないし，具体例は理解をしやすくするためのアイデアとは

いえるが，その表現に創作性は認められない。また，枠囲みやイラス

トの使用も創作的表現と認めることはできない。 

       ｂ 対比表３については，項目立てや条文及び二重譲渡の法理の説明部

分に表現上の創作性は認められないし，具体例は理解をしやすくする

ためのアイデアとはいえるが，その表現に創作性は認められない。ま
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た，枠囲みやイラストの使用を創作的表現と認めることはできない。 

        表の記載については，後記(ウ)のとおりである。 

       ｃ 対比表４については，項目立てや条文の説明部分に表現上の創作性

は認められないし，具体例は理解をしやすくするためのアイデアとは

いえるが，その表現に創作性は認められない。図の使用や個人主義的

所有権の原則の説明部分については，後記(ウ)のとおりである。 

       ｄ 対比表５については，項目立てや条文の説明部分に表現上の創作性

は認められない。別紙対比表４と同じく，平行四辺形の中に「１／２

Ａ １／２Ｂ」などと表示した図が多用されており，図解により分か

りやすくする工夫は見られるものの，図解にすること自体はアイデア

にすぎず，図解の内容についても創作的な表現とは認められない。 

       ｅ 対比表６については，条文や判例の説明部分に表現上の創作性は認

められない。また，債権の二重譲渡を矢印とイラストで分かりやすく

表示し，枠囲みの中に，債権の二重譲渡における債務者の公示手段と

しての役割を，短い文章を矢印で連ねて分かりやすく表示しているも

のといえるが，これらも受講者の理解を容易にするためのアイデアに

すぎず，個々の表現に創作性が認められるものではない。 

       ｆ 対比表７については，項目立てや条文，弁済の効果，弁済の概念の

説明内容に創作的な表現は認められない。債権の準占有者に対する弁

済の説明においては，枠囲みの中に具体例や質問形式を採り入れ，分

かりやすくする工夫がみられるが，これもアイデアの領域であり，そ

の表現に創作性があるとは認められない。債権の準占有者に対する弁

済の制度趣旨についての説明部分については，後記(ウ)のとおりであ

る。 

       ｇ 対比表８については，項目立てや条文，判例の説明内容に表現上の

創作性は認められない。また枠囲みを用いて，その中で，具体例を図
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示し，質問形式を採用する，心裡留保との相違点を説明するなどの工

夫がみられるが，いずれもアイデアの領域にとどまり，表現上の創作

性が認められるものではない。口語調の表現部分については，後記

(ウ)のとおりである。 

       ｈ 対比表９については，二重譲渡と履行不能の関係を図や枠囲み，矢

印を用いて分かりやすく表現したものであるが，いずれもアイデアの

領域にとどまり，表現上の創作性を認めることはできない。 

       ｉ 対比表１０については，抵当権・質権の優先弁済的効力を枠囲みの

中に図をもって示し，債権者平等の原則の場合と対比して分かりやす

く説明したものであるが，このように対比的に表現すること自体はア

イデアにすぎないものであり，具体例の表現等においても創作性は認

められない。 

       ｊ 対比表１１については，催告・検索の抗弁権の条文の内容をイラス

ト入りで説明したものであるが，特に表現上の創作性は認められな

い。 

       ｋ 対比表１２については，項目立てや条文の説明内容に表現上の創作

性は認められない。最初の枠囲みの中では具体例が挙げられ，質問形

式とする工夫がみられるが，いずれもアイデアの領域にとどまり，表

現上の創作性は認められない。父母の同意についての図表化部分につ

いては，後記(ウ)のとおりである。 

       ｌ 対比表１３については，嫡出子と非嫡出子について，枠囲みの中で

具体例を示し，質問形式にするなどの工夫が見られ，その他，嫡出子

と非嫡出子の相違を対比的に図示するなどの工夫も見られるが，いず

れも受講者の理解が得られるように工夫したというアイデアに属する

ものであって，表現上の創作性があるとは認められない。懐胎期間の

矢印による説明については後記(ウ)のとおりである。 
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       ｍ 対比表１４については，相続の欠格事由を枠囲みやイラストを用い

て説明したものであるが，表現上の創作性を認めることはできない。 

       ｎ 対比表１５については，項目立てや条文，法律効果の説明内容に創

作性を認めることはできない。図を用いて説明した部分についても，

創作的な表現と認めることはできない。 

      (ウ) なお，別紙対比表２ないし１５には，「各共有者は自分の持分だけ

分けてくれと，いつでも請求ＯＫ／※個人主義的所有権の原則」（別紙

対比表４），「※迅速な弁済をなすためには，ある程度債務者の責任を

軽くしてやらなければならない／そうしなければ，取引を中心とする経

済活動が止まってしまい，また，多くの履行遅滞をひきおこすことにな

る」（別紙対比表７），「※虚偽の外観を信じた第三者（Ｃ）を保護し

てやるため／また，本人（Ａ）は自ら虚偽の外観を作出した点に帰責性

（落ち度）があるから権利を失ってもやむを得ない」（別紙対比表８）

等，他の法律書，受験対策本等（甲５２，５３，乙１９，２０）に直ち

に同様の表現を見出すことができないような，口語調でくだけた調子の

部分がみられる。しかし，上記表現自体は，当該法概念等を説明するた

めのありふれたものの域を出るものではなく，作成者の独自の個性の表

れとみることのできるような特徴的なものには当たらない。 

        また，別紙対比表２ないし１５中には，①２行掛ける２列の枠内に

「１ 所有権保存（Ａ），２ 所有権移転（Ｃ）」と各記載した表（別

紙対比表３），②平行四辺形の中に「１／２ Ａ １／２ Ｂ」と表示

し，「１／２ Ｂ」部分を丸で囲んで，平行四辺形の外の「Ｃ」の表示

に向けて横向きに矢印を引いた図（別紙対比表４），③４行の枠内に，

上から順に「ａ 父母の一方が同意しないとき」，「ｂ 父母の一方が

死亡したとき」，「ｃ 父母の一方が行方不明のとき」，「ｄ 父母の

一方がその意思を表明できないとき」と記載した表（別紙対比表１
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２），④横方向に右向きの長い矢印を引き，上記矢印を左側から順に短

い縦線で区切り，「懐胎」「婚姻」「離婚」「出生」と記載した上で，

矢印上部に，「懐胎」から「出生」までの部分を指示して「懐胎期間」

と表示し，矢印下部に，「出生」の表示から矢印を引いた上で，「嫡出

子」との表示をした図（別紙対比表１３）など，種々の図表を挿入した

部分がみられる。しかし，上記図表のうち，具体例を図示したもの（上

記①又は②等）については，土地を平行四辺形で，権利の移転等を矢印

で，人を「Ａ」，「Ｂ」などの記号で表現するなどしたものであり，表

現の仕方においてありふれたものである上，その内容についても，例え

ば，上記②において，共有関係にある者が，自己の持分を第三者に自由

に処分することができることを，土地につき二分の一ずつの持分を有す

る場合を挙げて示したものであり，当該法概念を説明するための具体例

としてありふれたものであって，特段の工夫はみられない。また，法令

の内容を整理した表（上記③又は④等）については，例えば，上記③の

図が，民法７３７条２項の規定内容を，上から順に箇条書きしたもので

あることに顕著にみられるとおり，いずれも，比較的単純な法概念につ

き，法令の内容に従って整理し，図表化したというにとどまるものであ

り，やはり，特段の工夫が見られるものではないというべきである。別

紙対比表に表示されたいずれの図表についても同様であり，特段の工夫

がみられるというべきものは見当たらない。 

オ 加えて，原告は，全体の構成や項目立て，体裁（記述，図表，イラスト

等の配置の順序，位置等）についても著作物性の根拠となると主張する。

しかし，前記２(1)ア(ア)のとおり，原告書籍１は，民法全体を３章に分

け，各章において更に複数の小項目を設け，各小項目においてテーマとさ

れた法概念（「売買契約」等）につき，数ページを用いて説明するもので

ある。また，前記２(1)ア(イ)及び(ウ)のとおり，原告書籍２，３は，民
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法全体を９編に分けた上で，各編を更に複数の章に分け，各章において，

複数の小項目を設け，各小項目においてテーマとされた法概念につき，数

ページないし数十ページを用いて説明するものである。これに対し，前記

２(1)イのとおり，原告書籍の別紙対比表部分は，原告書籍のうち，各章

における小項目の一部分（１ないし２頁）を抜き出したものにすぎず，原

告書籍マーカー部分は，その更に一部分にとどまるものである。 

  そうすると，原告書籍を全体として，又は一定以上のまとまりのある部

分についてみた場合に，原告の主張するような点に，何らかの作成者の個

性が表現されているとみる余地があるとしても，本件で問題となる原告書

籍の別紙対比表部分又は原告書籍マーカー部分からは，上記個性を感得す

ることはできず，この点において著作物性を認めることはできないものと

いうべきである。 

カ したがって，原告書籍マーカー部分に著作物性は認められない。 

 ３ 小括 

   以上のとおり，原告書籍マーカー部分に著作物性が認められない以上，その

余の点について判断するまでもなく，被告による著作権侵害は成立せず，著作

権侵害を理由とする原告の請求（差止請求，削除請求及び損害賠償請求）はい

ずれも理由がない。 

 ４ 争点(4)（被告事業は，本件競業避止義務条項に反し，又は不法行為を構成

するか。）について 

  (1) 本件競業避止義務条項の内容は前記前提事実(2)エのとおりであって，被

告につき，業務委託契約期間終了後１年間，原告と競合関係に立つ企業等へ

の一切の関与及び競業事業の開業を禁ずるものであるところ，前記前提事実

(2)アのとおり，被告は，原告との間で業務委託関係にあった者にすぎず，

業務委託関係終了後は，本来，他企業への関与又は事業の実施を自由に行う

ことができるべきものである。そうすると，本件競業避止義務条項は，業務
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委託関係終了後における被告の職業選択の自由に重大な制約を新たに加えよ

うとするものということができるから，このような条項が有効とされるため

には，原告が確保しようとする利益の性質及び内容に照らし，競業行為の制

約の内容が必要最小限度にとどまっており，かつ，これにより被告が受ける

不利益に対し，十分な代償措置が執られていることを要するものと解するの

が相当である。 

  (2) そこで本件につき，これらの点を検討すると，原告は，本件競業避止義

務条項により保護されるべき原告の利益として，原告の構築した受験指導方

法・体制（「ＬＥＣ体系」）に係るノウハウ，多大な投資を行うことによっ

て育成した講師という無形資産，原告の貢献によって作成された著作物の著

作権を挙げる。しかし，上記各利益のうち，ノウハウに関する点について

は，その具体的内容自体明白ではなく，競業避止義務により保護されるべき

利益に当たると認めるに足りない。原告代表者作成の書籍においては，「Ｌ

ＥＣ体系」という文言が用いられ，「ＬＥＣでは合格自体が目的」，「講師

に『身分・肩書き』はいらない」などの記載があるが（甲６６），上記書籍

によっても，ノウハウの具体的内容は明らかではない。また，原告が講師の

育成に努めたものであるとしても，これにより当該講師が習得した知識・技

能等が，原告の営業秘密たる技術又はノウハウ等に係るものである場合は別

論，一般的な知識・技能にとどまる場合には，当該講師が原告との関係終了

後に上記知識・技能を使用することは本来自由であるから，これを制限する

ことは，自由競争を制限することに他ならず不当なものというべきであると

ころ，本件において，原告が被告に対し，原告の営業秘密たる技術又はノウ

ハウ等を開示し，被告がこれを習得したと認めるに足りる主張及び立証はな

い。更に，著作権については，これを保護するために必ずしも競業避止義務

による必要はないものであり，これを保護利益とするためには，その必要を

基礎づけるだけの特段の事情が必要であると解されるところ，その特段の事



- 65 - 

情についての主張立証もない。そうすると，原告の主張する保護利益につい

ては，いずれも競業避止義務により保護されるべきものと認めるだけの，主

張立証がない（前提事実(4)のとおり，被告は被告サイト上において，被告

書籍マーカーを含む被告書籍を無償で配信しているものであるが，被告書籍

マーカー部分に相当する原告書籍マーカー部分に著作物性が認められないこ

とは前記のとおりであり，上記の点を，著作権を保護利益とみるべき根拠と

することはできない。） 

他方，本件競業避止義務による制約の内容は，前記前提事実(2)エのとお

り，本件契約終了後１年間であって，一般的な競業避止義務条項に比較して

長期とは認められないものの，競業が禁止される地理的範囲を問わず，原告

と競合関係に立つ企業への一切の関与及び起業を禁ずるというものである。

これは，原告と被告との関係が，契約の更新期間を１年間とする業務委託契

約に基づくものにすぎず，前記のとおり，原告に保護利益が存することの主

張立証がないことも考慮すれば，広範にすぎ，かつ，被告に対し重大な不利

益を課すものであるということができる。それにもかかわらず，被告に対

し，契約関係終了前後を通じて，何らの代償措置も執られていないことは，

原告も自認するところである（被告に対し，年額約１１００万円の報酬が払

われた時期があったとしても，これは，主として被告の実施した講義の対価

〔１時間当たり６０００円ないし１万円〕であって，その中には本件講義ノ

ートの著作権が原告に譲渡されることの対価が含まれていることにも照らせ

ば，これをもって競業避止義務の代償措置と認めることはできない。）。 

  (3) そうすると，本件競業避止義務条項による制約が，必要最小限度のもの

とは認められず，代償措置も執られていない以上，本件競業避止義務条項

は，合理的理由なく過大な負担を被告に一方的に課すものとして，公序良俗

に反し，無効であると認められる。 

  (4) したがって，被告は原告に対し競業避止義務を負うものではなく，被告
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に，本件競業避止義務違反の債務不履行は認められない。 

  (5) なお，原告は，原被告間の従前の経緯等に鑑みれば，被告事業は原告に

対する不法行為を構成するとも主張するが，本件各証拠によって認められる

被告事業の開始に至る経緯をみても，上記事業が，自由競争の範囲を逸脱し

原告に対する不法行為を構成するとみるべきような事情は認められない。 

 ５ 小括 

   以上によれば，被告に本件競業避止義務違反の債務不履行又は不法行為の成

立は認められないから，その余の点について判断するまでもなく，これらを理

由とする原告の請求（損害賠償請求）は理由がない。 

また，被告に，著作権侵害の不法行為，競業避止義務違反の債務不履行又は

不法行為のいずれの点も認められない以上，弁護士費用の請求についても同様

に理由がない。なお，原告は，謝罪広告の掲載も請求しているところ，上記請

求の法的根拠については明確ではないが，被告に，債務不履行又は不法行為の

成立が認められない以上，いずれにしても理由がない。 

第５ 結論 

   したがって，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却すること

とし，主文のとおり判決する。 

      東京地方裁判所民事第２９部 
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